
◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 出席議員も定足数に達しておりますので、直ちに本

日の会議を開きます。 

 今日は気温も高くなる予想でございます。そして冷

房も効かないので、明日から効くそうですから、今日

は上着を取ってよろしいですので、暑い方は上着を取

ってください。 

 本日の会議は、議事日程第６号によって進めます。 

 日程第１、一般質問を行います。発言通告のあった

方は、４番 加藤克彦議員、６番 奥山格議員、７番 

青野隆一議員、８番 和田哲議員、10番 星川薫議員、

12番 伊藤浩議員、13番 塩原未知子議員、14番 小

関英子議員、15番 星川睦子議員、以上の９名であり

ます。 

 発言の順序は、議長より指名いたします。なお、質

問、答弁を含め、１議員１時間の持ち時間制となりま

すので、質問に対する当局側の答弁は、質問者の時間

制約もありますので、ご協力をお願いいたします。 

 まず、12番 伊藤浩議員の発言を許します。伊藤議

員。 

〔12番 伊藤 浩 議員 登壇〕 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 皆さんおはようございます。６月定例会にあたりま

して、一般質問の機会をいただきました。どうぞよろ

しくお願いを申し上げます。 

 新庁舎がオープンして１ヵ月になろうとしておりま

す。真新しいこの議場で初めての一般質問をさせてい

ただきます。心新たな気持ちで、尾花沢市政の一層の

発展を願いながら、私自身も一層精進をしてまいりた

いと思ったところでございます。今日自宅から尾花沢

へ来る途中、周りを見渡しますと、山々の緑も大変豊

かになりました。また水田には早苗が絨毯のように敷

き詰められ、そして夏スイカ日本一の尾花沢市特産の

スイカも、青々とした葉が茂ってまいりました。こん

な風景を見ながら、これからの天候が順調に経過して、

農家の方々の苦労が報われる実りにつながってほしい

なと願ってきたところでございます。また本日は、市

民の方から傍聴に来ていただいております。本当にあ

りがとうございます。 

 それでは通告にしたがいまして、質問に入らせてい

ただきます。 

 まず本年度の一般会計についてお伺いをいたします。

新年度がスタートし３ヵ月目に入りました。本年度の

一般会計当初予算は114億3,500万円、新庁舎建設もほ

ぼ完了したことで、昨年度比では約７％減の規模とな

りました。今年４月に山形県内13市の一般会計当初予

算の詳細が新聞で掲載されておりましたので、その一

覧表を作成して分析をしてみました。その中から２点

お伺いをいたします。 

 １点目の質問でございますが、一般会計当初予算を

昨年６月の住民基本台帳による市民人口１人当たりに

すると、尾花沢市は約70万円となります。そして県内

の市では、13市の中では最も多い１人当たりの金額と

なっておりました。ちなみにお隣の村山市は、51万

5,000円、そして山形市の場合は38万2,000円でござい

ました。この数字と背景について、市長はどういった

分析をされているのか、お伺いをいたします。 

 ２点目でございますが、一般会計の歳入で市税の割

合は14.7％となり、昨年度当初予算比で約4,200万円の

増額となっております。この背景についてお伺いをい

たします。 

 また、歳入における市税の割合は13市の中では１番

低い割合でございます。市税を柱とした自主財源率を

向上させることは、健全な財政運営に必要不可欠なこ

とであると考えますが、向上策として最も重要な課題

をどう考えておられるのか、合わせてお伺いをいたし

ます。 

 ３点目に、財政調整基金についてお伺いをいたしま

す。財政調整基金については、今さら申し上げるまで

もなく、計画的な財政運営を行うための重要な基金で

ございます。昨年度末の見込額では、８億1,000万円と

伺っておりますが、今後財政調整基金を確保させるた

めに、どのような取り組みを考えておられるのかお伺

いをいたします。 

 ２項目目でございますが、学校統合計画と保育園の

係わりについてお伺いをいたします。 

 学校統合計画については、来年度から玉野中学校が

尾花沢中学校へ、そして鶴子小学校が常盤小学校にそ

れぞれ統合されることがすでに決定をみております。

また老朽化が激しい尾花沢小学校の新築移転計画の検

討も始まろうとしております。 

 １点目でございますが、尾花沢小学校の新築計画に

ついて、本年度はどの辺のレベルまで進めたいと考え

ておられるのか。また、進み方について合わせてお伺

いをいたします。 

 ２点目でございますが、小学校入学の前段の場所で

あります保育園についてお伺いをいたします。 

 現在市内には４つの公立、いわゆる尾花沢市立の保

育園と民間の保育園が２団体ございます。大変残念な



ことでございますが、昨年の出生数は60人台となりま

した。このように少子化が急激に進む現状の中で、公

立の保育園と民間保育園の施設をどのように位置付け

していくべきと考えておられるのかお伺いをいたしま

す。 

 次に鳥獣被害対策について３点お伺いをいたします。 

 １点目は鳥獣被害の実態調査について伺います。平

成29年12月に各地区の区長さん方を対象にアンケート

調査を実施していただいておりますが、良い結果には

つながらなかったというふうに思っております。やは

り現状をしっかりと把握するためには、アンケート対

象者の見直しや、質問の内容を見直しするなどして再

度実施すべきであると考えますが、当局のお考えをお

伺いいたします。 

 ２点目でございますが、個人が購入する被害防止用

の機材についての補助制度を提案させていただきます。

現在ホームセンターなどでは、被害防止用のいろいろ

な機材が販売されております。多面的機能支払事業な

どで、団体で取り組む活動では、機材購入等にも補助

金が使用できるようになりましたが、個人で購入する

機材への補助制度も検討すべきであると考えますが、

いかがでしょうか 

 ３点目でございます。今年度の事業の中でサル用の

個体調整用大型檻の導入が計画されておりますが、こ

の活用方法をどのように考えておられるのかお伺いを

いたします。 

 以上、演壇からの質問とさせていただきますが、ご

答弁を伺い、自席からの再質問をさせていただきます。

明確なご答弁をよろしくお願い申し上げます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 おはようございます。ただ今伊藤議員からは大きく

３項目についてご質問をいただきました。 

 最初に今年度の予算に関するお尋ねです。本市にお

ける今年度の当初予算は114億3,500万円で、市民１人

当たりの予算額は平成31年４月１日現在の人口で割る

と、１人当たり71万円となります。県内の市も同様に

計算しますと、山形市は約38万円、天童市は約39万円、

東根市は約46万円となり、新庁舎建設の始まる長井市

では約69万円と尾花沢市の次に高い市となっておりま

す。 

 他市と本市を比較しますと、本市の場合は総務費、

衛生費、農林水産業費、土木費、教育費が多く、その

中でも新庁舎建設事業の旧庁舎解体工事や外構第２期

工事、防災対策として防災行政無線の拡充事業などが

ある総務費が多くなっております。また、衛生費にお

いては、環境衛生事業組合への繰出金や後期高齢者医

療の負担金、子育て支援として０歳から高校生までの

医療費助成事業など。農林水産業費においては、農地

や自然環境、景観などの保全を目的とした多面的機能

支払交付金、山間耕作地の保全を目的とした中山間地

域等直接支払事業など。土木費においては、冬季間の

除排雪経費や、広い本市にくまなく広がる市道の整備

及び流雪溝の整備及びその管理経費。教育費において

は、小中学校のＩＣＴ環境整備や給食費半額助成など、

子育て支援の重点施策など本市特有の事情に考慮した

事業に重点配分しております。 

 自治体規模が小さくなるほど１人当たりの予算額は

高くなる傾向となりますが、子育て支援や人口減少対

策、新庁舎建設や防災行政無線整備事業、除排雪経費

など、他市よりも市民１人に細やかなサービスを行っ

ているためと考えております。 

 次に、市税に関するご質問にお答えいたします。 

 市税予算額の増額の理由につきましては、３月定例

会でもご説明申し上げましたが、雇用環境の回復傾向

に伴う給与所得の伸びなどに伴う個人市民税の増、新

築家屋の影響などによる固定資産税の増、税率改正に

伴う市たばこ税の増などを見込んだことにより増加し

たことと、前年度の市税予算額が例年と比べ減少した

こともあり、前年度予算額と比べ、約4,200万円、2.6％

の増となっております。 

 市税収入は、ここ数年17億円前後で推移しており、

その年の景気の動向などに左右される部分があります

が、市税収入を増加させるには、市民所得を向上させ

ることが大きな要因の１つであると考えております。 

 市税収入につながる納税者数は、人口減少に比例し

減少傾向にあり、今後大幅な税収の伸びは厳しい状況

であると認識しております。そうしたなかで、人口減

少に歯止めをかける定住促進支援の充実を図り、各種

補助金などを活用した地元企業への支援を行い、新た

な雇用創出を生み出すことにより、市民所得の向上に

つなげることも一方策であると考えております。 

 また、本市の基幹産業である農業につきましては、

「元気な農業支援事業」など農業所得向上に向けた取

り組みを行っておりますが、今年度から、「元気な農業

経営による所得1.3倍プロジェクト事業」に取り組み、

さらなる農業所得の向上に向けて支援してまいります。 

 市税収入は、自主財源の大きなウエイトを占め、市



民サービスを行う上で重要な財源でありますので、今

後とも市民所得の向上につながる方策を検討しながら

市税収入の確保に努めてまいります。 

 財政調整基金は、災害対策や緊急を要してやむを得

ない財政需要に対応するための財源であり、年度間の

財源調整を目的とする基金となっています。このため、

前年度も８月の豪雨災害に対する災害復旧事業や豪雪

の除排雪経費の財源として活用しております。 

 また、国は財政難から地方交付税削減のため地方自

治体の財政調整基金残高に注目しており、平成31年度

は見送られたものの、今後も基金残高の増加を理由と

した交付税削減が、国予算編成の論点となることが危

惧されることから、国の動向を注視し慎重に基金運用

を行っていかなければならないと考えております。 

 財政調整基金残高は、平成30年度末見込みで約８億

1,400万円となり、前年度比で約１億8,600万円の減と

なる見込みであります。平成29年の９月定例会で伊藤

議員の一般質問でも答弁させていただいておりますが、

尾花沢市の適正な財政調整基金は、標準財政規模、約

60億円の10％、６億円と豪雪に備えての２億円を足し

た８億円前後と考えておりますので、財政調整基金は

現在の水準で維持していく方針であります。一方、喫

緊の課題であり国、県補助金や交付税算入のある市債

などの特定財源が見込めない公共施設の維持修繕や解

体に対応するため、公共施設整備等基金への積み増し

を重点的に行っていく考えであります。 

 こうしたことから、今後も行財政改革を継続し、業

務改革、財政改革、組織改革に取り組み、経常経費の

縮減に努めてまいります。 

 次に、尾花沢小学校の新築計画についてのお尋ねで

あります。 

 尾花沢小学校につきましては、築50年を迎え、改築

が喫緊の課題となっております。昨年、教育委員会で

組織した学校教育検討委員会において尾花沢市の学校

のあり方全体構想及び関連する諸課題等について、委

員の皆様よりご意見を頂戴することとしており、検討

委員会で話し合われた結果は、年内に取りまとめ、総

合教育会議に報告される予定となっております。 

 学園構想につきましては、これまでの定例会の際に

も答弁しておりますが、構想の発端は、本市の少子化

の状況、おもだか保育園や尾花沢小学校の老朽化、活

断層の問題、そして何よりも適正な人数による教育環

境を整えることで、子どもたちの健やかな成長を願う

ものであります。保育所と小学校を一体的に整備する

ことにより、グラウンドや駐車場を共有できるなど効

率的な活用が可能となるほか、保育所と小学校の連携

も容易となり、効果的な教育環境の整備も可能になる

ものと考えております。 

 今年度につきましては、検討委員会の意見を踏まえ

つつ、他自治体の先進事例などを参考にしながら、庁

内関係課により、法規制を踏まえた設置場所や施設規

模、財源などの課題の洗い出しに着手してまいります。 

 平成27年度から28年度にかけて、尾花沢市公立保育

所あり方検討委員会が開催され、おもだか保育園につ

いては移転改築が望ましいなどの提言や、今後の市全

体の保育のあり方等についてさまざまな議論がなされ

たところです。しかしながら、民間事業者による認定

こども園の新設や急激な少子化の進行など、市の保育

環境はここ１年で大きく変化しており、保育園の運営

整備について、再度早急に検討する必要があると考え

ております。 

 幼稚園を含む市内保育施設等の入所状況を見てみま

すと、平成24年度518名から今年度は470名と、８年で

48名の減少になっております。また、４月１日現在の

就学前の子どもの数は、５歳児108名、４歳児92名、３

歳児100名、２歳児106名、１歳児76名、０歳児60名と

なっており、これまで100名前後で維持してきた出生数

も、一昨年、昨年と減少が加速しております。現在、

市内には公立保育園はおもだか保育園のほかに、さく

ら保育園、玉野保育園、ときわ保育園の４保育園のほ

かに、私立のひまわり保育園、よつば保育園、さらに

尾花沢幼稚園とこばと保育園をあわせた認定こども園

が来年４月より開園となります。こうした状況の中、

ひまわり保育園についても施設の老朽化や手狭なこと

から、近い将来建て替えの意向も伺っており、今後の

保育施設のあり方については、進行する少子化に合わ

せたトータルな施設規模と、本町地区あるいは他地区

の状況を総合的に考えていく必要があります。 

 今年度は、「尾花沢市子ども・子育て支援事業計画」

策定の年になっており、昨年度、計画を策定するベー

スとなる子育て世代を対象としたアンケート調査を実

施しております。その調査結果を踏まえながら、子ど

も・子育て会議において十分に議論を重ねるとともに、

地域の皆様、そして保育行政に携わる皆様からも幅広

くご意見を頂戴しながら、今後の市全体の保育施設の

あり方について、今年度中に方向性をお示ししたいと

考えております。 

 次に、鳥獣被害対策についてのお尋ねであります。 

 平成29年度に実施しました有害鳥獣被害の実態調査

アンケートにつきましては、回収率、回答内容ともに



被害の実態を把握できる状況ではありませんでした。

しかしながら、鳥獣害対策を講じる上で被害の実態を

把握することは、一番の基本であると捉えており、例

えば、出荷用の作物の場合は品目と面積のみの記載、

自家用野菜の場合は被害を受けた総面積のみの記載と

するなど、簡単に回答できるアンケートとし、高い回

収率となる方法を研究してまいります。 

 なお今後は、地域全体で鳥獣対策に取り組む雰囲気

を醸成していくため、地域で開催される話し合い等に

担当課も出向き、鳥獣対策を一緒に考えてまいります。 

 次に、有害鳥獣の追い払い商品の購入補助拡大への

お尋ねについてでありますが、市内のある地域ではエ

アガンを購入され、花火を合図に集落の方々が出動し

て、共同で追い払いを実施する予定であると聞いてお

ります。こうした追い払い活動を継続して実施するこ

とで人里と野生鳥獣の境界が明確になり、鳥獣被害の

縮減につながる重要な取り組みであると認識しており

ます。 

 現在、全国でさまざまな鳥獣の追い払い用商品が開

発、販売されております。しかしながら、その効果な

どについては十分に検証されていないようです。本市

では、これまで地域の特色にあった対策及び補助事業

を実施しておりますので、新たな対策商品への支援は、

その有効性等を十分に勘案して対応してまいります。 

 有害鳥獣対策には、自助として、摘果した野菜と生

ゴミの適正処理、未収穫果樹の伐採など、共助として

は、花火などによる地域住民が協働して実施する追い

払い活動、公助としては、バッファゾーンの設置や電

気柵設置費補助、市鳥獣被害対策実施隊による有害捕

獲活動などがあり、これらを複合的に実施することで

さらに効果の高い対策となると思われます。 

 被害の軽減を目指すためには、地域の方々の理解と

協力なしには十分な効果を上げることはできません。

地域が一体となった活動を支援する事業もございます

ので、今後とも鳥獣被害軽減のための話し合いを行う

際には、担当課も参加させていただきながら、地域に

あった活動と支援策をともに考えてまいります。 

 次に、個体調整用大型檻の活用方法についてですが、

導入初年度ということもあり、試行錯誤をしながら運

用となると思います。設置地区の皆様には、設置場所

選定への協力、一定期間の檻の見回り、運用時の市と

の情報共有など、いろいろな形でご協力をいただくこ

とを想定しており、協力体制について了解いただける

地域にモデル的に設置したいと考えております。 

 豪雪地域での大型檻導入は先例がなく、有効性も未

知数でありますが、地域や猟友会と連携して効果につ

いて検証してまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 ご答弁ありがとうございました。何点か再質問をお

願いしたいと思いますが、まず一般会計予算、尾花沢

がですね、今年度だけではないんですけども、山形県

では一人あたりの予算が一番大きいというふうな、少

なくとも私が議員としてやってまいりましてからは、

毎年そういうふうな状況になっているようでございま

す。今いろいろとその背景についてのご答弁あったわ

けでございますが、私民間企業にも30年近く勤務いた

しました。やはり民間企業でいえばですね、固定経費

と流動経費というふうに大きく分けていると思います

けども、市の財政についても、やっぱり義務的経費と

いうのがございます。それだけ見ると約４割が義務的

経費、こちらは人口が多くとも少なくともあまり影響

がないと。かかる部分、いわゆる固定費というふうな

捉え方ができるんではないかなというふうに思います。

あとは民間企業でいう流動的経費というふうな部分に

ついては、市の財源でいった場合は投資的な経費とい

うふうなことなのかなというふうに思っております。

本年度で投資的経費が約16.1％というふうな割合にな

っておりますけども、この投資的な経費を見てもです

ね、ほかの市から比べても尾花沢は決して低くないん

です。例えば昨年度の当初予算でいうと、これ22.5％、

約28億円近くあったんですけども、これは言うまでも

なく新庁舎の建設を抱えてというふうなことで、大き

く膨らんだわけでございます。昨年度と比べてみても

ですね、新庁舎経費17億円以上ありましたが、今年度

は逆にもう２億2,000万円でしたか、というふうにガタ

ッと下がっております。この経費が新庁舎部分が減っ

た部分を見れば、残った部分を見ると、投資的経費と

いうのは決して下がってないというふうに思っている

ところでございます。説明がちょっと長くなりました

が、市長からですね、やはりその４本の柱を中心にし

た今年度のその投資的経費の考え方、もう１回お伺い

してもよろしいでしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 今年度の予算につきまして、投資的事業費をしっか

りと把握していただきまして、本当にありがとうござ



います。大変限られた財源の中で、あの４本の柱、そ

れを満たすために、できるだけ財源をしっかりと取っ

た上で、やはり市民に対する施策を多くしていこうと。

そして地域である、いろんなお声ありますけども、そ

れにどう応えて予算を配分していくかと。もちろん、

それなりの順位を付けて対応していかなくちゃならな

い部分もあります。いろんな面で市民の皆さんからご

指摘いただいた部分についての予算を配分したつもり

でございます。もちろんここまで長年かかって、こう

いうことをやってほしいなというふうな項目もござい

ました。それに対しても予算編成させていただきまし

たけども、決して尾花沢の財源が豊かであるというわ

けではないんですけども、その中でできる限りの範疇

でやっていきたいと。そして地域がとにかく元気にな

っていただく、そういう対策をとっていく、それが今

の私の考えでございます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 ありがとうございます。市報やお知らせ版等でもで

すね、今のお話の皆さんに分かりやすいような説明も

出していただいておりますけども、やはりその４本の

柱を中心にですね、市民のために効率的な財政運営を

やっていくんだというふうな、基本的な考え方で今後

も運営のほうにあたっていただきたいというふうにお

願いをしたいと思います。 

 あと市税、4,200万円、今年度予算では増額の見込み

というふうなことで、先ほどご説明いただきましたが、

１点ですね、ちょっと農業所得の向上という部分が出

て来なかったかと思うんですけども、昨年度の農業所

得の向上による市税の増分というのは、見込みないん

でしょうか。お伺いします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（小 関 嘉 行 君） 

 お答えいたします。本年度の市税の予算額の中での

農業所得関係についてでございますけども、平成30年

度中の農業の状況によって見込むということになって

ございます。農業に関しましては、平成30年度中は米

価が若干下がったということもございました。収量も

幾分減収したというふうなことでございました。その

かわりにスイカのほうでございますけども、収量的に

はさほど大きな増減はなかったと聞いておりますが、

単価的に結構値段が良かったというふうなことがあっ

たということを踏まえまして、対前年度の当初予算編

成と比べましては、幾分か農業の部分に関しては、若

干減収を見込んだ形で、予算のほう計上させていただ

いたところでございます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 ありがとうございます。やはり、先ほど市長の答弁

にもございましたように、やはりその市税が増えると

いうと、一般市民の方はちょっとやっぱり、また税金

上がるのかと、いうふうなこう、ちょっとびくっとし

た気持ちにもなるのかなというふうに思いますが、先

ほどご答弁にございましたように、やはりですね、い

わゆる尾花沢全体として、市税の増額につながる部分

をどういうふうにテコ入れしていくのかということが

やっぱり基本的な考え方ではないかなと、いうふうに

思いますので、ぜひ今後ともですね、何とか市民の皆

さんにはあまり負担にならないような市税の増額とい

うふうなところも進めていただければなというふうに

思います。 

 ２項目目の学校統合と保育園の部分でございますけ

ども、まず１つですね、ちょっと先ほどのご答弁の中

でも、いまいちこう見えないなというふうに思ったん

ですが、尾花沢小学校、最低あと何年以内には完成さ

せなければいけないというふうに考えておられますか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 非常に今厳しい質問だなと思うんですけども、でも

やはり今の老朽化を考えた時には、遅くとも７、８年、

ただし、その学校を建てていく段階の中で、例えば放

課後児童クラブを学校の中に設置していくということ

を考えていった場合には、７、８年の時には学校の中

にその施設を設けるのが、非常に厳しい状況になると

いうのを先刻お伺いいたしました。ですからそれを少

しでも前倒しで持ってこなければならないという現実

がございます。ですからそれに向けて、もう１年１年

非常にタイムテーブルとしては厳しいんですけども、

やはり庁舎内の中でも、教育委員会等、それから、い

ろいろ検討委員会の中のご意見も賜りながら、しっか

りと進めていかなければならないという気持ちでおり

ます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 ただ今の遅くとも７年か８年という市長のご答弁で



ございましたけども、私はそれでは遅いと思います。

やっぱりあと２年ぐらい、遅くとも５年以内ぐらいで

ですね、やっぱり新しい場所へ新築するというふうな

考え方でぜひ進めていただきたい。理由はもう市長も

十分お分かりのことと思います。今の学校、私も議員

になってから何回かお邪魔いたしました。大変な老朽

化でございます。それよりも大きな問題が、あの一帯、

尾花沢小学校、おもだか保育園、活断層がですね近く

にあるというふうなこと。もし地震があったら、本当

に大きな被害が発生してしまうんではないかなと。こ

の前の大地震では、古い庁舎は何とか倒れずにもって

いただきましたけども、どこでもそのような保証があ

るということは私はないと思います。ぜひ５年以内と

いうふうな考え方でこれからの計画を進めていただけ

ればなというふうに思います。 

 あとですね、その保育園の部分なんですけども、今

回私初めて、先ほどご答弁にありました分も含めて、

尾花沢の全ての幼稚園の入所定員数、そして現在の入

所数の資料をいただいて見ました。公立の保育園、４

園あるわけなんですけど、定員数でいくと390名入れる

んですよね、となっております。現在の入所されてい

る子どもさん方、４園で合計215名でございます。入所

率でいいますと55.1％でございます。各地区に今３つ

の宮沢、玉野、常盤と３つの保育園があるわけなんで

すけど、そして尾花沢に１つというふうな配置になっ

ておりますけども、この入所率がですね、半分弱とい

うふうなことですが、この数字について、担当課のほ

うではどういうふうに今見ておられますか。お伺いを

いたします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。伊藤議員からは保育園の入所率

というふうなことでのお尋ねであります。保育園のそ

の統合というふうなことにつきましては、これまでも

平成22年、当初10園あったことから５園のほうに減っ

ております。これはやはり少子化に伴い入園する子ど

も数も減ってきたというふうなことになるかと思いま

す。先ほど４月１日現在の子どもの数と入園数を申し

上げましたけれども、実は３歳以上の子どもについて

は、ほぼ100％の入園率であります。一方で０歳につい

ては約３割、それから１歳児、２歳児については、１

歳児については75％、２歳児については90％の割合で

す。この割合はここ数年増えております。そして育児

休暇を取得されたという方も増えているというふうな

一方で、１歳児以降の入園率もまた増えているという

ふうな状況です。確かに総合的にはその半分程度の入

園率、市内合わせてでありますけれども、今後のこと

を考えますと、こうした動向、それから少子化の状況、

そして、先ほども市長からも答弁ありましたように、

そうした状況を踏まえながらも、尾花沢市子ども・子

育て支援事業計画、今年度策定してまいりますので、

そうしたところの方向性も含めて検討してまいりたい

と考えております。以上です。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 ありがとうございます。あと先ほど申し上げました

ようにですね、民間の保育園を経営されているところ

が２団体ございます。今年度新たに認定こども園とい

うふうな形で150名規模の新しい施設がまたできあが

るわけでございます。実は、民間保育園を今経営され

ている経営者の方とちょっとお話をさせていただく機

会がございました。本当に公営の保育園の職員の皆さ

んも一生懸命やってもらってますけども、民間の保育

園の職員の皆さんもですね、本当に一生懸命子どもさ

ん方に対応していただいているなというふうに思いま

した。いろいろ話を聞く中で、やはり小学校に入学す

るまでの５年間で、もちろん０歳児から今保育されて

いるわけなんですけども、やはり小学校に入るまでの

５年間で１つの人間形成をするのがここの場所なんだ

と、そういうふうに私は思っています、というお話を

お伺いをいたしました。やはりいろいろ悩まれている

こともあるようでございます。でも小学校入学するま

では、何とかきちんとした子どもさんとして、そうい

うふうに送りたいというお話も伺ってまいりました。

今２つの民間の保育園、大変頑張っているわけでござ

いますけども、これからですね、やはり先ほど答弁い

ただいたようなことも含めて、この民間の保育園と公

営の保育園、これをやっぱりどういうふうな位置付け

にしていくのかというふうなことは、もうこちらもで

すね、あまり時間がない中で煮詰めていかなければい

けない課題ではないのかなというふうに思っていると

ころでございます。そして菅根市長の先ほどの答弁の

中にございましたけれども、学園構想の中で、やはり

今度新しくできる尾花沢小学校の中に保育園も一緒に

というふうな考え方。今まで申し上げましたようなこ

とを含めて考えてみれば、もしかしたら見直しが必要

になる可能性もあるのかなというふうに、私は思って

いるところでございます。先ほどちょっと答弁の中に



もあったようでございますが、もう一度ちょっとその

辺の市長の考えをお伺いしたいと思います。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 ちょっと誤解を生じたようですので、１点直させて

ください。あの保育園と小学校を一体としてというよ

りも、今の段階では所管の関係がありますので、でき

るだけ近くにと。近接の場所に設置して、その上で共

有できる部分については共有して使っていけば無駄が

まずなくなるであろうと。そして尾花沢ではそのほう

が財源的には非常に助かる部分もあって、さらに今後

中学校との兼ね合いということももちろんあります。

そういったところも含めて考えていかなきゃなりませ

んけども、保育園のあり方については、確かに前例と

して４つあった福原地区の保育園を１つに統合して、

そして公設民営の形で行ってきております。そういっ

た流れがあって、その点についてはスタートする段階

では非常に大変でした。でも現在は非常に地域の本当

に子どもたちの拠点になっておりますし、園の先生た

ちも非常に頑張ってくれております。その前例を生か

すような形で今後考えていく必要があるのではないか

と。本町を考えた場合には、認定こども園が来年の４

月１日からスタートいたします。そうすると、おもだ

か保育園、それから社会福祉法人であるひまわり保育

園をどうしていけばいいのかと。両園とも確かに老朽

化してきていると。そしてそれぞれ単体でまた取り組

むというと、これはまたそれぞれ大変な状態になって

しまって、園児の奪い合いになってしまったら、これ

は良い結果は生まないであろうというふうに思います。

そういったところも、これからしっかりと相談した上

で、その福原で行ったような形式を取るのか、はたま

た別の方式を取るのか、それはしっかりと、やはり時

間をかけないで煮詰めていく必要があると。それだけ

厳しい段階に来ているというふうに認識しております。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 まさに今、ご答弁いただいたとおりだと思います。

今後ですね、ぜひやはり民間と役所の壁を取っ払って、

本当に腹を割った話し合いというのも必要なんではな

いかなというように思います。幼稚園に入った子ども

が小学校に行くわけです。そして中学校に行くわけで

す。やはり幼稚園と小中学校の連携というふうな部分

も含めて、ぜひこれから前向きな検討をお願いしたい

というふうに思います。 

 ３点目、鳥獣被害対策の部分でございますけども、

まずアンケート調査、これですね、やっぱりぜひもう

１回早くやってください、本当にお願いいたします。

何でもそうだと思うんですけども、やっぱり現状がど

うなってんのかと。農家もそうです、田んぼの状態を

見て、スイカ畑の状態を見て除草剤を振ったり、追肥

をしたりしてます。まず現状がどうなってるかという

ことをはっきり捉えないと、何をやっても効果にはつ

ながらないというふうに私は思っておりますので、ぜ

ひ先ほど答弁にあったような、内容の見直しも含めて

ですね、なるべく早くアンケート調査をしていただい

て、今の現状がどうなのかというふうな部分をぜひ見

出せるようにお願いしたいと思います。 

 あとこれも答弁の中でございました。いわゆる集団

で鳥獣対策の活動、だんだんやっぱり進んできている

と思います。１つですね、ちょっと事例を紹介させて

いただきたいんですが、常盤地区の延沢の話でござい

ます。ここもですね、九日町と袖原地区が一緒になっ

て、多面的機能の交付金を受けて、活動やってるわけ

なんですけど、この前お話伺いましたら、今年度新た

に追い払い用の銃を３本買ったというふうなことでご

ざいました。現物も見せてもらいましたが、結構なん

かリアルな形をしておりまして、ただ扱い上は玩具で

ございます。50ｍぐらい弾が300発連射できるそうでご

ざいます。そしてですね、追い払い花火と含めて、皆

さんに講習会をやって、今度班編成をして、その銃を

３ヵ所に分けて配置をして、まずはサルが来たら花火

を上げると。そこでみんなが見張りをするというふう

なことでですね、これは活動の今年度の計画の中にも、

きちんとそれらを網羅していただきまして、いわゆる

活動目標というようなことで、具体的なですね、そう

いうふうな動きが出ておりました。これあの農林課長

ぜひ、またこれ研修会またありますよね、今年度、そ

の中でぜひ先進的な事例ということで紹介をしていた

だいて、ほかの団体に横展開できるような配慮をぜひ

お願いしたいなと。お話伺ってますか、農林課長。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

 延沢だけでなく、よその地区でも追い払い活動とい

うふうなことで、地域が一体となって多面的機能の交

付金を活用して実施するというふうなお話をいくつか

お聞きしております。事例発表については、輪番制と

かいろいろあるかとは思いますけども、ぜひ地域の方



から、そういうふうな優良事例というふうなことでご

報告いただければ、我々もその時間を割きたいと思い

ますので、ぜひ声がけしてまいりたいと思います。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 私がいろいろお話聞いた中では、一番先進的という

ふうに思いましたんで、ぜひよろしくお願いしたいと

思います。 

 こういうふうに団体でですね、交付を受けた中で、

その中のお金を使って、追い払い用の銃を買ったり、

サルがですね、慣れるまでどのぐらい持つかなという

ような心配もしておられましたけども、やっぱり団体

ではいろんなそういう活動ができるようになったと。

ただやっぱり個人なんですよね、問題は。特に一人暮

らしのおじいちゃんおばあちゃん、ほとんど年金だけ

で生活をしている方のところで、これ前にもお話した

かと思いますけど、「電気柵付けたらいいべ」と言いま

したら、「みな、じぇねけんなあがや」というふうなこ

とで、お叱りを受けたことがありました。そのおばち

ゃんは追い払い用のモデルガン3000円ぐらいの、追い

払い用のモデルガン買ってきてたんです。これでサル

来たら、撃って追っ払うと思ってたんだと、いうふう

に言ってます。ぜひ先ほど答弁の中にありましたよう

な、本当に効果があるのかどうかというふうな課題も

あるかと思いますけども、例えばですねそういう販売

する所で、販売証明書的なものを出していただければ、

これ市のほうで対応していただけるといふうなやり方

もできなくはないと思います。ぜひ前向きな検討お願

いしたいと思います。 

 最後になりますけども、個体調整用の大型檻、今年

初めて出るわけでございますが、やっぱり先進的な事

例もない中で、まずはやってみようというふうな取り

組みをですね、まずはやっていただいたなというふう

に思っております。一般的な市民の皆さんの立場から

すれば、サルは家の近くまで来なくなったほうがいい

ようです。ところがやっぱりそうはいかない。いろん

な問題がまた出てまいります。あまり、議会でござい

ますんで、やはりただ質問すべき点は質問しなければ

いけないかなと、いうふうに思いながら今お話をして

るんですけど、農林課長これあれですかね、いわゆる

個体をどのぐらい調整するかというような目標値とい

うのはこれ立てられるんですか。お願いします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

 伊藤議員からは、サルの個体調整用の大型捕獲檻の

関係でご質問いただいておりますけれども、これは尾

花沢市が毎年作成しております、尾花沢市ニホンザル

保護管理事業の実施計画というふうなことで策定して

ございます。この中では市内に生息しますニホンザル

の数を、おおよそ400頭前後というふうなことで見込ん

でございまして、その中で、国、県から了解いただい

ております個体調整というふうなことで、一定数調整

することが可能というふうになってございます。以上

でございます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 今年度の頭数目標、お話できますか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

 個体調整の数でございますけれども、これずっと最

近は変わってございませんけども、60頭まで個体調整

できるというふうにはなってございます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 ありがとうございました。なかなかですね、やっぱ

りいろんな周りの問題がございますんで、あんまりそ

ういうふうな、具体的なやり方っていうのはストレー

トにはお話できないのかなと、いうふうな部分も十分

理解しているつもりでございます。ただ、やっぱり鳥

獣対策だけでなくですね、市民の皆さんが自分たちの

期待にどれだけ市が答えてくれるのか。いろんな要望

ありますけども、やっぱりその市民の皆さんの期待に

応えてこそ、初めて尾花沢の行政がですね、市民と一

体化した行政なんだなというふうに言うことができる

かと思いますので、ぜひ今後ともその視点に立った施

策を進めていただくようお願いを申し上げまして、私

の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 以上で、伊藤浩議員の質問を打ち切ります。 

 次に13番 塩原未知子議員の発言を許します。塩原

議員。 

〔13番 塩原未知子 議員 登壇〕 

◎13番（塩 原 未知子 議員） 

 おはようございます。６月定例会通告にしたがい一

般質問をいたします。 



 まず初めに都市計画マスタープラン策定について２

項目お尋ねします。 

 防災をはじめ、地域コミュニティの拠点となる新庁

舎が令和元年５月１日に開庁いたしました。平成13年

５月に策定され、尾花沢市都市計画マスタープランは

2020年を計画の目標年次としております。念願の新庁

舎が完成した今、現状を踏まえつつ新たなマスタープ

ランの策定に着手しなければならない大切な時期に来

ています。今後どのように進むのかお答えください。 

 また少子化が急に進む中、市長が掲げる学園都市の

構想の見通しについても合わせ、どのようなビジョン

を持って本町地区のまちづくりに取り組んでいくのか、

お聞かせ願います。 

 次に尾花沢市環境基本計画策定について３項目お尋

ねいたします。 

 １、平成23年３月策定の尾花沢市環境基本計画も

2020年度を計画時期としています。地球温暖化、少子

高齢化など、環境社会情勢ともに日本全体が大きく変

化しています。このような中、令和という新しい時代

を迎え、みどり豊かな尾花沢の環境をどう守っていく

のか、今後どのような取り組みを進めていくのかお聞

かせ願います。 

２、食品ロス、プラスチックゴミ削減など、現在のゴ

ミ問題は地球規模で大きな課題となっております。特

に本市においては老朽化が進む焼却炉の更新が大きな

課題であり、今後どのように計画されているのかお聞

かせください。また施設更新にあたっては、エネルギ

ーの地産地消が図られ、本市の特徴を生かした再エネ

活用や、ゴミを減らすソフト的な取り組みを推進すべ

きと考えますがいかがですか。 

 ３、徳良湖周辺では太陽光発電、雪氷熱小水力発電

など、クリーンエネルギーへの取り組みが県内でもい

ち早く取り入れられています。この市民憩いの場徳良

湖は、２年後築堤100年を迎えます。新庁舎が完成し若

手職員のモチベーションが上がっている今、次の100

年先を見据え、環境に配慮したビジョンを構築すべき

と考えます。豊かな自然とクリーンエネルギーをキー

ワードとして、雪とスイカと花笠のまちに次ぐ、新た

な事業展開を考えてはどうですか。ご所見をお聞かせ

ください。 

 次に農林業振興ビジョンについて２項目を尋ねしま

す。 

 １、今年度より各市町村に森林環境譲与税が交付さ

れ、森林整備に取り組む環境が整いつつありますが、

ここ数年で農業と同様に従事者の高齢化が急速に進み、

林業については担い手不足が顕著な状況にあります。

その中で、昨年の豪雨被害による中山間地の田畑や山

林被害の爪痕は予想以上に深く、今年の雪解けで立ち

木が倒れ、林道農道が通れない、崩れて先に行けない

と言った苦渋の声を聞きました。また農林業の担い手

確保対策も待ったなしの状況であります。これからは

昨年同様の豪雨災害がいつどこで発生してもおかしく

ないと言われています。早急に地域資源を活用した農

林業振興ビジョンを示すべきと考えますがいかがです

か。 

 ２、本市ではエコエリア推進事業により循環型農業

に取り組んでいます。堆肥を利用した安心安全な土づ

くりをとおし、付加価値のある農産物の生産へとつな

げるためにも、当該事業事業をさらに推進すべきと考

えますがいかがですか。 

 最後に令和の新時代、人口１万5,000人の少子化対策

ついて２項目お尋ねします。 

 １、平成19年度に尾花沢市小中学校統廃合実施計画

が作成されましたが、当時から現在までの出生数及び

10代から20代の転入転出社会動態の推移の状況につい

てお答えください。 

 ２、20代から30代の未婚の若者が集い活躍するため

の居場所づくりや、交流のきっかけづくりを強化すべ

きと考えますがいかがでしょうか。 

 以上、これで私の演壇からの質問は終わりますが、

必要に応じて議席からの再質問をお許しください。誠

意あるご答弁よろしくお願いいたします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 ただ今、塩原議員からは大きく４項目についてご質

問をいただきました。順次お答えしていきます。 

 まず、都市計画マスタープランについてのお尋ねで

ございますが、現行都市計画マスタープランは、第５

次尾花沢市総合振興計画のもと、目標年次を平成32年、

すなわち令和２年とし、平成13年５月に策定しており

ます。この間、少子高齢化や過疎化の進行などにより、

大きく社会情勢が変化したことや、第６次尾花沢市総

合振興計画との整合性を図るために、平成27年３月に

改訂しております。このマスタープランでは、将来市

街地の基本構想や土地利用計画、交通施設の整備方針

が示されており、この方向に沿って市街地の開発や都

市施設の整備を進めてまいりました。また、市街地環

境の整備として、雪に強いまちづくりを掲げ、計画的



に流雪溝の整備も進めてまいりました。 

 現行の都市計画マスタープランは、目標年次を平成

32年、すなわち令和２年としていることから、今年度

から、目標年次を20年後の令和22年とする新たな都市

計画マスタープランの策定作業に入る予定となってお

ります。策定にあたっては、同時期に策定が予定され

ている、第７次尾花沢市総合振興計画や他の上位計画

との整合性を図りながら策定してまいります。さらに

は、国道347号線の通年通行化、東北中央自動車道の開

通等、周辺交通網の状況を踏まえた市街地の整備や、

都市施設の整備方針等を示すとともに、北町地区の再

整備計画や保育園と学校を核としたまちづくり、すな

わち学園都市構想についても検討してまいります。 

 なお、計画策定には、社会情勢の変化や地域住民の

ニーズに柔軟に対応できる魅力ある計画となるよう、

市民の意見も反映させるよう策定作業を進めてまいり

ます。 

 次に、尾花沢の学園構想についてのお尋ねでありま

す。 

 先の伊藤議員の一般質問の際にも答弁申し上げまし

たが、現在、教育委員会において学校教育検討委員会

を組織し、これまで実施したアンケートや地区座談会

でのさまざまなご意見も踏まえ、今後の学校のあり方

等について検討しており、年内に委員会より方向性が

示される予定です。 

 今年度については、検討委員会の意見を踏まえつつ、

他自治体の先進事例などを参考にしながら、庁内関係

課により、法規制を踏まえた設置場所や施設規模、財

源などの課題の洗い出しに着手してまいります。 

 尾花沢の学園構想は、本市のまちづくりの核にもな

りうるものと考えますので、子育て環境の充実、活気

あるまちづくり双方の視点を織り交ぜながら、次期都

市計画マスタープラン策定にあたるとともに、学園構

想については、保護者や地域をはじめとする関係者の

皆様と共通認識を築きながら進めてまいります。 

 次に、尾花沢市環境基本計画についてお答えします。 

 この計画は、社会情勢の変化に的確に対応しながら、

山積する環境問題の解決に向けて取り組むため、尾花

沢市清らかな環境を保全する条例に基づき、平成23年

３月に策定されました。 

 この条例において本市は、人、動植物も含めた全て

の生命が共生する健全で快適な環境づくりを目指すこ

ととしており、尾花沢市の望ましい環境像を豊かな四

季と自然がもたらす恩恵のもとで暮らし、全ての生命

を健やかに育む雪のふるさと尾花沢と設定しておりま

す。本市は、御所山のブナ自然林や白鳥が飛来する徳

良湖、テツギョが生息する若畑沼、ホタルの飛び交う

水辺など、豊かで多様な自然環境を有しております。

こうした豊かな自然環境がもたらす恩恵のもとで風土

が育まれ、地域の特性を生かした多彩な文化と良好な

生活環境が生まれてきたものと考えております。 

 その一方で、資源の大量消費、大量廃棄による環境

問題、さらには地球温暖化、生活排水処理問題や里山

のナラ枯れなど、私たちの営みによる環境問題も多く

発生しております。こうした課題を解決し、未来に誇

れる尾花沢市の環境をつくるには、市民、行政、企業

等がそれぞれの役割をしっかり果たしながら、協働で

環境施策に取り組んでいくことが必要と考えておりま

す。国、県においては、地球温暖化対策に関する法律

や循環型社会形成基本法等に基づき、環境基本計画が

策定され、さまざまな環境施策が進められています。

本市においても取り巻く諸情勢の変化を的確にとらえ、

現行計画に示された基本的方向性を継承しつつ、持続

可能な社会を目指すため、今年度から、環境審議会を

立ち上げ、基本計画の改訂に着手してまいります。 

 老朽化が進む焼却炉の更新計画についてお答えしま

す。 

 現在のゴミ焼却施設ガス化溶融炉は、平成15年３月

の竣工から16年が経過し老朽化も進んでおり、年々修

繕に係る費用も増えてきている状況であります。 

 また、既設の建屋につきましても、昭和55年３月竣

工の建屋で、築造後39年が経過しており、コンクリー

ト及び鉄筋、鉄骨等の腐食による老朽が目に見えて進

んでいる状況であります。更新するか延命するかを含

め、平成31年３月に策定したごみ処理基本計画をお示

ししながら、環境衛生事業組合幹事会、そして組合議

会等で十分検討を重ねながら進めてまいりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 エネルギーの地産地消につきましては、現在、施設

内給湯設備や、外作業部分の地下配管融雪として熱利

用されております。更新の際も可能な限り施設で生ま

れたエネルギーを活用するよう計画してまいります。 

 次に、100年先を見据えつつ、環境に配慮したビジョ

ンを策定し、クリーンエネルギーをキーワードとした

新たな事業を展開してはとのご提案にお答え申し上げ

ます。 

 現行の尾花沢市環境基本計画では、施策の基本目標

に、環境に負荷の少ない循環型社会の形成を掲げ、ま

た目標達成に向けた基本的な方針も示されており、そ

の１つに省エネルギーとクリーンエネルギーへの転換



が明記されております。 

 具体的には、雪をクリーンエネルギーとして有効利

用すること。地熱、太陽熱、太陽光等のクリーンエネ

ルギー利用の検討を行うこと、としておりますが、こ

れまで本市が取り組んできた雪冷房システム、地中熱

を利用した融雪装置、木質バイオマス等の実績は、新

庁舎建設において活かされ、融解水熱交換方式として

の雪冷房システムを、また、地中熱を利用した屋根や

庇の雪庇防止の融雪装置が、万一の災害に備え、化石

燃料だけでなく木質バイオマスも可能な二重の熱供給

システムが導入されているほか、国営施設機能保全事

業として小水力発電施設が新たに整備されるなど、本

市における再生可能エネルギー利活用の取り組みは、

基本目標の達成にとどまらず、未来を見据え環境に配

慮したものであると考えております。 

 ２年後には徳良湖築堤から100周年を迎えることと

なります。徳良湖マスタープランにも記載のとおり、

徳良湖の魅力は、清らかな湖水と豊かで静かな自然環

境にあります。徳良湖のみならず、本市の豊かな自然

を守っていくためには、本市の豊かな地域資源を見つ

め直すとともに、新庁舎エネルギー棟の取り組みなど

を通じて、再生可能エネルギーに関する積極的な啓蒙、

啓発を図り、市民と行政が協力しながら、この豊かな

自然環境を未来へと守りつないでいくことが重要であ

ると考えております。 

 新たな事業展開につきましては、本市の賦存資源を

再度見つめ直し、新たな可能性を探りながら、基本計

画を改訂する中で検討してまいります。 

 次に、農林業振興ビジョンのお尋ねについてお答え

します。 

 本市の農業につきましては、尾花沢市農業経営基盤

強化の促進に関する基本構想、畜産につきましては、

尾花沢市肉用牛生産近代化計画など、個々の計画に基

づき各種事業を展開し、農業の振興に努めております。 

 一方、林業におきましては、関係機関や市内林業士

などが参画する尾花沢市林業振興協議会を中心として、

森林法第10条の５に基づき、尾花沢市森林整備計画を

策定し、同計画に基づいて市内の森林整備及び林業振

興を推進しております。 

 本市の農林業においては、担い手不足が顕著になっ

ております。北村山森林組合では、林業士などの人材

が不足していることや、森林施業にたずさわる作業員

が確保できないなどの課題を抱えております。加えて、

林業では地籍調査の未実施に伴う山林部の境界問題、

未相続により所有者や管理者が確定できない、共有地

においては事業承諾が得られないなど、さまざまな課

題を抱えております。 

 山形県では、森林ノミクス宣言が公布され、県内挙

げて林業の振興を推進しております。今年度からは新

たに、森林経営管理制度や森林環境譲与税も施行され、

官民一体となった林業振興が求められております。 

 本市におきましても、今後森林施業がうまく循環で

きるよう、本市が担うべき役割を精査しつつ、林業に

関わる人材の確保対策もあわせて検討してまいります。 

 次に、本市では循環型農業を積極的に推進するため、

市単独事業であるエコエリア推進事業を展開し、市内

で生産される堆肥を市内の田んぼに還元することで良

好な土づくりが可能となり、おいしい米づくりが進め

られております。近年、肥育牛とともに繁殖メス牛の

増頭に伴い、堆肥の生産量も増加しております。現在

の補助要件が主食用米を作付けした水田に限定されて

おりますが、スイカ、そば、アスパラなど市内で産地

化が進んでいる作物の土づくりも見据え、限りある予

算ではありますが、市エコエリア推進協議会でさらな

る活用方法について検討してまいります。 

 次に出生数、社会動態に関するお尋ねであります。 

 尾花沢市小中学校統廃合実施計画策定時からの出生

者数及び10代から20代の転入、転出者の推移について

ですが、出生数の推移につきましては、小中学校統廃

合実施計画策定時の平成19年度は146名で、平成20年度

から平成25年度までは110名前後で推移し、その後は

100名前後となり、平成30年度は65名という出生数とな

っております。 

 10代から20代の転入、転出の推移についてですが、

転入者につきましては、平成20年度の349名をピークに、

その後は300名前後で推移し、平成30年度は274名の転

入者となっており、うち10代から20代の転入者は、平

成19年度の165名をピークに、その後120名前後で推移

し、平成30年度は118名の転入者数となっております。 

 また、転出者につきましては、平成19年度から平成

20年度までは550名前後で推移し、その後は500名前後

で推移しており、平成30年度は462名の転出者数となっ

ており、うち10代から20代の転出者は、平成19年度は

313名で、その後は250名前後で推移しており、平成30

年度は206名の転出者数となっております。 

 次に、未婚の若者が交流活躍できるようなきっかけ

づくりについてであります。 

 少子化が進行する中で、未婚の若者が出会いを通じ

て交流を深めることは、結婚という次のステップに進

むためにも欠かせない要素であり、そのきっかけとな



る居場所や交流、活躍の場をつくることは大変重要な

ことと捉えています。 

 本市におきましては、毎年、成人を迎える方々に、

はたちのつどい実行委員会を組織していただき、準備

から開催に至るまで主体的に取り組んでいただくこと

で、郷土愛の醸成と未来を創造するリーダーの育成に

取り組んでおります。なかには他県に進学された大学

生が実行委員に応募されるなど、積極的に故郷に関わ

ろうとされる方もいらっしゃいます。今年度について

は、６月中旬から実行委員会を開催し、はたちのつど

いの事業内容や、尾花沢の未来を考えるきっかけづく

りについて、活発な意見交換が交わされることとなり

ます。 

 また、尾花沢市結婚促進協議会ＬａＬａネットでは、

昨年度、バスツアーや他町との合同企画によるディナ

ーパーティのほか、年代別男性のためのセミナー開催、

さらには、カフェやランチ形式の婚活相談やお見合い

のセッティングなど、多種多様な婚活支援を展開して

おります。 

 ほかにも、概ね40歳以下の若者の団体が、本市の豊

かな地域資源を活用し、若者が活躍できる事業を支援

する若者チャレンジ応援事業も実施しておりますので、

引き続き、制度の周知を図りながら、若者が交流、活

躍できる場面を支援してまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 塩原議員。 

◎13番（塩 原 未知子 議員） 

 大変ありがとうございます。それでは順番を追って

再質問させていただきますが、都市計画マスタープラ

ン策定について、ご説明では今年から始まって来年、

令和２年中に策定プランのほうを進めていくっていう

ご説明でありました。先ほどの伊藤議員の質問の答弁

にもありましたとおり、私は鍵になるのは市長が常々

申しております学園都市の場所ではないかと思ってお

ります。近年、特に私が感じていることかもしれない

んですけれども、高速道が整備されまして村山まで伸

びました。それにあたってかなり、やはり中心商店街

に流れてくるような流れも変わってきたかなと思って

おります。それも合わせて、この都市計画マスタープ

ランの策定につきましては、大きく尾花沢の今後の町

に対して、全体にも影響を与えてくるのかなと思って

おります。そこで先ほどの伊藤議員の答弁の続きとい

うわけではないのですが、場所として先ほどであれば、

６年か７年の間にということを申しておりましたけれ

ども、このマスタープランのほうは、令和22年まで見

越した計画を、来年くらいまでに計画をするというこ

とでありますので、そのあたりにつきましてどうなん

でしょうか。市長、ご答弁をお願いします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 以前にも私申し上げたと思うんですけども、やはり

今年度中に方向性をきちんと出す必要があると。もち

ろん候補地は多々あると思います。そんな中で、どう

いうまちを作っていくかも１番に考えていかなくちゃ

ならないと思います。現在の商店街は、これ以上後退

していくというのは、見るに非常につらいものがあり

ます。何とか商店街にお客様においでいただくための、

そういう配慮も当然していかなくちゃならないだろう

と。しかしこれは行政だけではなくて、商店街の皆様

方のご協力を得なければならないと思います。そうい

ったことを含めて考えた時に、その公的施設としての

学校や保育園を、どこに持っていくかというのは、そ

れなりの面積が必要になります。ですから、そういっ

たところも含めて、やはり法的な規制という部分がご

ざいます。例えば農振の関係とか、それから地形的な

問題とか、そういったものをクリアしないと、これは

ここというふうには、なかなか限定できない部分があ

ると思います。その点についても、今年度中にしっか

りと検討して、そして年度内に方向性を出して、そし

て次年度に市民の皆さんにそれを提示した上で、いろ

んなご意見を賜わると、その上でもう一度庁舎内、そ

して議会の皆様方のご理解、そしてご意見等を賜わり

ながら、前へ進めていかなければならないと思います。

ですから現段階でここということではなくて、まず、

いろんな邪念を持たないような形の中で、やはり市民

の皆さんにとってどこが１番いいのか、それからいず

れ、この少子化の中で、学校の統廃合の問題は必ず再

燃されるんじゃないかと思います。先ほど議員が仰っ

た平成19年に示された統合計画、あれは平成27年で一

段落付いております。しかし、かつても申し上げまし

たけども、私がこの議場で議員当時に、学校の統廃合

を掲げたのは、平成11年でございました。やっと16年

になって教育委員会でも検討なされ、19年に案が出さ

れ、決まったのは21年でございました。そこから24年

から統合が順次進められ、そして27年に終わったと。

11年から考えれば大変な時間かかっております。しか

し、今の現状を考えた時には、その時間はないという

ことは議員各位もご承知おきいただいていると思いま



す。ですからそういったことを含めて、やはり行政だ

けではなくて、いろんな方々からのご議論をいただき、

そしてその中で、皆さんでより良い場所を選定した上

で進めていくというふうに考えております。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 塩原議員。 

◎13番（塩 原 未知子 議員） 

 ありがとうございます。実は先ほど言った19年の学

校統廃合の委員として、私も一般のＰＴＡの役員とし

て参加したのが１番最初で、いろいろなお話をお聞き

し、いろいろな資料もお見せいただきました。その時

の資料を今でも覚えているんですけれども、10年先、

20年先、生まれてない子どもの数を想定するんではな

く、でも10年先ぐらいの見通しということで、数字が

出されておりました。その時の内容でありますと、私

正直言って都会、東京のほうから来まして、現実分か

らない状態でその数字を見た時に、これ10年先だった

ら学校１つでいいんだよねって、いうような質問をそ

の委員会で言ってしまったことがありました。その時

に大変お叱りを受けまして、プランの中では３案があ

って、このような提案があるのだから、それに対して

意見を述べてくれというようなご意見もありまして、

その検討委員会とはどういうとこなんだろうって思っ

たのが、本当、いの一番のことでした。その時にあの

小学校にいた子どもたちはもう成人になりまして、こ

こから離れておりますし、戻ってきた娘もいます。で

もそういう形で、10年というのは、本当に長いと思い

ます。それを今回待ったなしということで、市長も言

っておられたとおり、その待ったなしの状況の中で、

商店街、先ほどありましたけれども、今年芭蕉来訪330

周年来ます。いろんなところから、尾花沢どんなこと

するんだ、商店街で何か紅花の花がずっと咲くような

場所がないか、問い合わせが結構来ております。その

ように時代の流れ、330年前には来たであろうという芭

蕉さんを偲んで、また尾花沢に来たいという方がいっ

ぱいいるわけですよね。ですのでそういうことも踏ま

え、商店街の中では今、日本遺産、いろいろな祭り、

祭ばやしも含め、祭りのことも含め、資料館のほうも

いろんなイベントを考えておるようですが、それにあ

たっても、商店街の街の中で、地域の中で噛み合った

イベントでないといけないと思います。それに対して

は市のほうでも、そのようなプランを持っておられる

と思うんですけれども、先ほど言った学校の学園都市

だけでなく、そういった文化の面の継承としても考え

ていただけないでしょうか。どうでしょうか。市長、

お願いします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 議員） 

 芭蕉来訪330周年に合わせた、非常にいいご質問をい

ただきました。ありがとうございます。今現在、その

330周年ということでの記念事業をいろいろと今企画

しております。例えば今月末からだったと思うんです

けども、熊本の版画家の方が、奥の細道に沿う形での

版画、かなりの数でございますが、そして尾花沢が好

きで、もうこれまで芭蕉、清風資料館に何回も来てい

ただきまして、そしてぜひ、この尾花沢でも、この版

画展をやれたらと、素晴らしい作品で本も出版されて

おります。それを市民の皆さんに見ていただくための

今準備していると思います。たぶんこの次の市報等で、

そのご案内なるのではないかと思います。加えて、や

はり芭蕉に関わる養泉寺までの道しるべというか、案

内板を設置するとか、それから鈴木清風宅はどこであ

ったのかとか、そして羽州街道はここから見るとこれ

だけ素晴らしいですよというふうなご案内とか、いろ

いろ盛り込んでいきたいというふうに考えております。

加えて、これは秋になると思いますけども、市民俳句

大会という形でぜひ企画させていただいた上で、そし

て市民にとっても、やはり芭蕉さんを身近に感じてい

ただくとか、さらにもう１つ今お願いしてあるのは、

なぜ芭蕉が尾花沢に来たのかと。ただ奥の細道を辿っ

てきたっていうことではなくて、私が思うには、鈴木

清風がいて、だからこそ尾花沢に芭蕉が来たと。江戸

での付き合い関係もあったようですし、ですから私た

ち市民として、鈴木清風がどういう人物であったかが、

最近定かでなくなっている部分があります。ですから

今急いで、鈴木清風は一体どういう人物で、尾花沢に

とっては大切な人なんだってことをご認識いただくた

めの資料を今作ってもらっている最中でございます。

そんなふうな形で、やはり330周年大事にしていきたい

と思っております。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 塩原議員。 

◎13番（塩 原 未知子 議員） 

 そのような本当に、遺産の中に住んでいるような尾

花沢の本町であります。まだまだ、あの地域の資源を

活かしきれてないまちづくりなのかなと思っておりま

すので、その点も踏まえて、先ほどご答弁いただいた

中に加えていただければと思います。 

 いろんな質問を用意したんですけれども、やはり本



町地区がしっかりと、ビジョンが示されてないからこ

そ、尾花沢から人口が流出しているのかなっていうの

も私は感じます。今あの銀山温泉には、大正ロマンを

求めて各地からインバウンドを含めて、いろいろな

方々がいらっしゃっています。江戸時代、本町のまち

づくりは、江戸時代の部分を含む、昔をどこかに感じ

られるようなものがあれば、まだまだつながっていく

のかなって思いますので、新庁舎の２階にも、尾花沢

まつりの山車が小学校の校長先生の所からやってきて、

皆さんが見れるようになりましたので、そのような形

で、まちづくりつなげていっていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。ぜひそして早い時期

に、本町地区だけでなく、全市のアンケートも取って

いただきたいと思います。まちづくりに関してよろし

くお願いいたします。 

 次の質問の、尾花沢市環境基本計画策定について再

質問いたします。先ほどの答弁の中で、本当にあの清

らかな環境を保全するため、今まで尾花沢が努力して

きた結果が、ここの新庁舎にも現れているってことを

非常に感じました。さらに、私先ほど答弁でお聞きし

た中に、本市では一番最初の冒頭に御所山と、市長の

ほうが答弁なさって、ブナの自然林やということで、

本当に山のめぐみと、いろいろな山の資材、この議場

でもそうなんですけども、木の香りがこんなに清々し

い議場っていうのはないと思います。インターネット

で見られている方々には分からないと思うんですけど

も、議場に入りますと、この木は市内の木を使ってい

ると聞いておりますけれども、場所はどちらなんでし

ょうか。お聞きしたいと思います。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 財政課長。 

◎財政課長（高 橋   隆 君） 

 この木でありますが、銀山の奥の山から取り出した

木を使っております。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 塩原議員。 

◎13番（塩 原 未知子 議員） 

 ありがとうございます。ということで、本当になん

か地元の木だと聞けば、ますますこの議場が愛しくな

ってくるように思います。ですので、いろいろ尾花沢

には、すばらしい環境があります。空気がおいしい、

水が清らか、本当に水はいろいろな田畑にも、あとは

私たちの生活の中にも非常に大切なもので、その水と

いうのはやはり、尾花沢にたくさん雪が降るからだと

私はすごく感じております。ですので先ほど答弁で市

長が言われたとおり、いろいろな尾花沢の資源、自然

のエネルギーを使った、環境に負荷が少ない循環型社

会の形成に対して、ほんと先進的なことであると思い

ますので、次の策定に対しましても、先を見据えた形

でいっていただきたいと思います。それのキーワード

として私はやはり、２年後に100周年を迎える徳良湖で

あると思いますけれども、その徳良湖のこれからのい

ろいろな事業も含め、先にあのクリーンエネルギーを

利用した、さまざまな太陽光のパネルが温泉の施設の

中で、どれぐらいの発電になっているかというのが見

えたり、あと水力、小水力発電のほうも見れるという

ことですが、これは子どもたちにはどのように伝えて

いるんでしょうか。お聞かせ願います。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 環境整備課長。 

◎環境整備課長（鈴 木   賢 君） 

 塩原議員にお答えします。徳良湖での再生可能エネ

ルギーの利活用について、私、例を挙げたいと思いま

す。太陽光発電を利用している徳良湖独立型ＬＥＤの

街路灯、そして雪氷熱を利用した花笠の湯の雪中熟成

そば、こちらは尾花沢の最上早生を雪室で貯蔵して、

収穫期からずれてしまう月でもおいしく食べられるよ

うになっています。あと３番目としては、小水力発電

を利用した徳良湖マイクロ水力発電設備。こちらは豪

雪地である本市において、太陽光発電と比較し年間を

通じて、安定した電力を確保が見込まれるということ

で、徳良湖の水資源を活用したマイクロ水力発電設備

になっております。また徳良湖周辺の施設についてで

ありますが、指定避難所となっている花笠の湯をはじ

め、周辺の駐車場が一般避難所に指定されていること

など、防災面でも重要なエリアとなっております。一

般避難所となっている子ども広場駐車場の防災機能強

化、指定避難所花笠の湯への誘導灯、避難誘導を目的

として非常用コンセントも蓄電池が設置されているよ

うな感じになっております。やはり徳良湖、ゴールデ

ンウィークなどは、本当に子どもからお年寄りまでさ

まざまな方が来ております。まだまだその新エネルギ

ー関係のＰＲなども努めてまいりたいと思います。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 塩原議員。 

◎13番（塩 原 未知子 議員） 

 ありがとうございます。そういうさまざま先進的な

ことを、すでにもう尾花沢はやっている。庁舎もそう

ですし、徳良湖もそうだということであれば、ぜひ市

内の子どもたちには１番最初にそういうことをお伝え



したいなと思っております。ぜひそのような発想を取

り入れまして、環境基本計画を策定していただきたい

と思います。特にはですね、先ほど１番最初に御所山

と言ったんですけれども、日本二百名山に名前が挙が

っているのは、この御所山です。あとやまがた百名 

山、最近できたところでありますと、５つの山もきち

んと、これから整備なさるとは思うんですけれども、

そちらのほうも合わせて、先ほど３番目の質問でいた

しました、農林業の林業のほうにも関わってきますの

で、こちらのほうの再質問をさせていただきたいと思

います。 

 農林業振興ビジョンについてなんですけれども、先

ほど、いろいろ担い手不足もそうなんですが、林業で

は地籍の調査がまだ進んでおらず、一向になかなか見

えてこないということを、皆様から聞いております。

これが進むような何か得策はないんでしょうか。その

あたり、昨年まで林業の盛んな最上地区にお勤めして

いらっしゃった副市長にお聞きしたいんですけれども、

いかがでしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 副市長 

◎副市長（石 山 健 一 君） 

 私にご質問ありがとうございます。地籍調査が進む

ようにということでございますが、昨年度と言います

か、私28、29年度と最上総合支庁におりましたので、

そこの経験も踏まえてというふうなご趣旨だと思いま

す。最近、最上地方のですね、この林業の現状から簡

単にご紹介申し上げます。 

 私、在任中にですね、最上地域では豊富な森林資源、

それから意欲的に活動する森林組合とか、あるいは素

材生産業者、こういった存在をですね、拝見いたしま

して、従来の住宅等の需要に加えまして、全国有数の

企業による大規模な集成材工場、あるいはそのバイオ

マス発電の相次ぐ立地がありまして、それによって木

材需要が急激な拡大をしてきたというふうな背景がご

ざいます。こういう背景を踏まえまして、山形県が推

進する、森林ノミクスの県内における林業振興の先進

地として動き始めたというふうに認識しております。 

 この森林ノミクスの核となるのはですね、緑の循環

システムと言われておりますが、これは伐採、再造林

の川上、それから流通の川中、それから消費市場の川

下からなっておりまして、消費市場での収益を元にま

た再度川上の伐採、再造林に行うという、経済的な循

環を維持するということが１つのポイントになってお

ります。川上には森林の所有者、それから作業を請け

負う森林組合、それから林道等の作業環境を整備する

自治体等の、多くの関係者の協力体制、これが必要に

なります。しかしながら多くの地域ではこれまで、輸

入材に押されまして、国産材の需要とか価格が低迷し

てきたということで、長らく森林関係者の取り組みが

低調になっていたというふうな現状にあります。 

 今後につきましては、産業としての林業の振興に加

えまして、森林関係の維持という点から、本市におい

てもですね、今塩原議員のほうからもございました、

森林所有者の伐採、再造林の理解と同意というのが１

つ大きな要因になってまいります。この森林所有者の

理解と同意というふうなこう前提に、今の地籍調査っ

ていうのがやはりあるわけでございます。これはやは

りその所有者の方々がひとつこの森林資源をですね、

循環する、していく、経済的に循環していけるんだと

いうふうなことをご理解いただいて、ご同意いただく

と。そういうふうなまず意識を、行政としても取り組

んでいくという必要があると思います。それから地籍

調査ですので、やはり予算の問題もございます。そう

いった当面の課題がございます。そのほかにも、先ほ

ど市長からも答弁申し上げましたけども、この施業す

る森林組合の人手不足とか、高性能機械の導入とか、

それからこれは市も関連しますけれども、林道との環

境整備ですね、さらにはその収益を確保できるような

流通とか市場の開拓と、こういったこともですね、合

わせてやっていく必要はあります。多くのこういう課

題を解決していって、やはりその経済の循環として回

っていくんだということを、所有者の方々にもご理解

いただいて、やはり地籍調査の機運を高めていくと、

そういうことが必要であるというふうに思います。 

 今回、近年はですね、国産材とか地元材の良さとい

うのが見直されておりますし、またあの今回国のほう

でも森林経営管理法の見直しとか、譲与税の創設もご

ざいます。県の施策の充実を図ってきておるというこ

ともありますので、これまで以上に本市の林業振興の

ですね、可能性を広げていくために、こういった１つ

ひとつの課題にですね、しっかりと取り組んでいきた

いというふうに、これが必要ではないかというふうに

考えております。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 塩原議員。 

◎13番（塩 原 未知子 議員） 

 ありがとうございます。そうですよね、本当に経済

として回っていかなければ、本当に木の伐採をしたと

しても、それを運び出す林道が崩れて通れないという



のであれば、本当に何もならないと思います。尾花沢

の場合は本当に冬越えると、どこかここか本当に大変

な状況で、山菜採りまでになんとか開通しなきゃとい

うことで、地元の皆さんがボランティア、ほぼ地域コ

ミュニティに頼る形で、ボランティアで草刈りをした

りするところも、あとは伐採をお手伝いするところも

多いとお聞きしてます。それがきちっとした仕事にな

ればまだいいかと思いますので、ぜひその最上地域の

良い例がたくさんございます。本当にいろいろなエネ

ルギーとして木材を使っていくということを率先して

尾花沢もやっていただきたいなと思います。特には、

私は徳良湖の花笠の湯が重油を使って、いつも燃料代

が嵩んでいるっていうような話を聞きますと、本当に

脆弱なエネルギー基盤なんだなと思っておりますので、

この森林の活用を、そういったところに向けて、今後

新たなビジョンを考えていただきたいなと思っており

ますのでよろしくお願いいたします。それにあたって

も、先ほどもそうなんですけれども、農林業に対して

は、担い手不足っていうのが本当待ったなしの状況で

あります。このビジョン、仕事になるんだ、もう本当

に尾花沢でいろいろなことをやっていけるんだ、って

いうような自信があればこそのことでありますので、

どうぞ地区地区で違った形の里山の保全をやっており

ます。鳥獣被害の対策もそうだと思いますので、それ

に合わせて地域とよく話をしながら、人材の確保など

も行っていただきたいと思いますけれども、よろしく

お願いいたします。 

 農林業に対してはもう１つ、そのエコエリア推進協

議会っていうものがありまして、尾花沢の場合は尾花

沢牛が、本当どんどん人口は減っていくんでしょうけ

ども、尾花沢牛はますます頭数が増えていくんではな

いかと、先ほどのご説明でもありましたけれども、こ

の素晴らしいあの循環型の農業構造をさらに推し進め

ていくお考えはないのかお尋ねいたします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

 先ほど市長答弁にもございましたけども、本市では

畜産業の振興ということも一生懸命取り組んでござい

ますけれども、当然畜産肉牛、生き物でございますの

で、排泄物が出てまいります。それを地域の圃場、あ

るいは畑に還元していくというふうなことで、エコエ

リアというふうなことで、助成をさせていただきなが

ら、循環型農業の構築というふうなことで、支援させ

ていただいておるところでございます。現在のエコエ

リア推進事業については、先ほど市長が答弁したとお

りでございまして、あくまでもお米というか、主食用

米を作付けした水田に限定して支援していると、いう

ふうな状況でございますので、尾花沢の特産品は何も

お米だけでなく、スイカであれ、そば、またアスパラ

というふうなことで、まだまだいっぱい特色のある農

産物がございますので、そういうふうな、今現在も活

用されてはいるんですけれども、そうした散布に対す

る支援ができるものか、できないのか。予算の関係な

んかもやっぱりございますので、その辺は十分、中の

ほうで検討させていただきながら、できるだけ市内で

循環できるような体制を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 塩原議員。 

◎13番（塩 原 未知子 議員） 

 本当に土作りは10年以上かかるといわれております。

尾花沢にどうして尾花沢スイカがおいしいんだって言

われた時に、やはり土と水が違うんだっていうふうに

私は思いますが、そのプラス、作り手のほうの技術力

もあると思います。それに付加価値を付ける、さらに

付加価値を付けるような形で、このエコエリア推進、

本当に牛糞堆肥を本当にあのゴミの減量化にもなりま

すし、先ほど環境ビジョンのところでは、焼却施設の

ほうが老朽化しているっていうのもありますけれども、

積極的に先を見据えた展開をしていっていただきたい

と思いますので、これを武器に、さらに農業が楽しく

なる、農業して儲かるんだ、農業して尾花沢に帰りた

い、というような方を増やしていただきたいと思いま

す。本当に林業もそうなんでしょうけれども、農業の

担い手、あと５、６年するとだいぶ本当に代替わりを

して、担い手不足が目の前に差し迫っているなと思い

ますので、そのあたりも含めてよろしくお願いしたい

と思います。 

 次の質問いたします。先ほど最後の質問で人口が減

った中での子育て対策はということで、人数だけお聞

きした形になったんですけれども、答弁のほうお聞き

しまして、やはりこの数字の、急激な減少に戸惑いを

感じております。ですが、ふるさとに戻ってきたいと

いう子どもたちの声は逆に、前よりも多くなっている

のかなと思ってます。実は私が小学校、中学校の時、

146名の同級生がおりました。それが今こういう形で、

全市合わせても、平成19年度には146名だっていうぐら

いの人数に少なくなっただけですけれども、今見てみ

ると、帰ってきたい、尾花沢に来たいという子どもの



数が逆に、前私たちの時には、どんどん外に出よう、

外に出ようという意識だけ持っておりました。ですが

やはり少子化であると、自宅に戻りたいっていう子ど

もたちを、いかに食い止めるかというところで、やは

り10代から20代の転出は、出て行くのは仕方ないにし

ても、戻ってきて、そしてやっぱり尾花沢が良かった

ねと、気が付いてもらえるチャンスをたくさん作って

もらうことが１番なのかなと思っております。はたち

のつどいは徳良湖で確かやると思います。徳良湖はい

ろいろな、逸話もあるんですけれども、出会いをする

場所だっていうことで、大正時代、その土搗きをする

時に、各地区からいろいろな若者が集まって、そこで

たくさんの恋が芽生えてというようなストーリーがあ

る中で、今徳良湖の100周年、これからというような、

イベントを考えておられる市民の方が活発に活動して

おります。そこでこれから徳良湖に対して、そのよう

な出会いの場を、はたちのつどいだけでなく考えてお

りませんでしょうか。何かありましたらお答えくださ

い。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 正直私も徳良湖には、ものすごい夢があります。徳

良湖大好きです。ですから現在、市でも新たに民地を

購入いたしまして、そして今後その整備を進めていか

なきゃいけない。現在のゾーンずっと見ておりまして、

数年前ですか、ワークショップやって、みなさんから

のご意見もあって、そして徳良湖に関する１つの意見

が出てきたと思います。しかしその当時から見ると、

その新たな土地を取得した部分をどう生かしていくか

っていうのを考えた時には、もうちょっとまた考えを

加えていかなくちゃならない部分があるなというふう

に思います。例えば、徳良湖周囲をぐるっと回れる道

路あるわけですけども、回って、「おっ」と言って車を

止めて、そういうふうな場所はどこにあるのかなと。

残念ながら今の状況の中では、ここだっていうところ

がないんです。ただ、ゴールデンウィークの際には、

あのオートキャンプ場は、本当にもうびっしりテント

が張られております。あれは、あの情景見れば、おっ

というふうになるかもしれません。しかし今ずっと見

渡しても、足を止めさせる場所がない。そこは徳良湖

の今の問題点であろうというふうに私は思ってます。

ですから、私のこれは個人的意見ですけども、あの一

角に富良野のような花壇があったならば、湖面に向か

ってぱっと花が咲いていたらどうなるのかなというふ

うに思います。その花壇の中に散策路があったり、そ

してまた、いろんな形での皆さんのご希望等もあると

思います。そういったものを盛り込んだ上で、しっか

りとした青写真を急いでやる必要もあるのかというふ

うに考えます。もちろん、今日もグラウンドゴルフの

大会がございました。皆さんから、もうちょっとゆっ

たりした形にしてほしいとか、それからパークゴルフ

場を作ってほしいとか、このご意見もあります。やは

りあの、歳いっても楽しめるそういうスポーツ、健康

寿命を延ばすためにもそういった整備は、急がなくち

ゃならないと思ってます。そういったものを徳良湖の

中に盛り込んでいった上で、現在ある施設、研修セン

ターとか基幹集落センターと、あそこも現在のままで

は私はまずいと思います。早く改修をやった上で、多

くの市民の方々、市外の方々からも利用していただい

て、やはり徳良湖はいいなと言ってもらえるような、

そういうふうな方向でもっていきたいと考えておりま

す。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 塩原議員。 

◎13番（塩 原 未知子 議員） 

 ありがとうございます。ぜひ本町地区の芭蕉、清風

資料館も含め、いろいろな歴史と文化が尾花沢の場合

は本当に点在しておりますので、それをつなぐ施策こ

そ１番だと思います。銀山温泉でいらっしゃってる方

がお風呂に入れない、日帰りで帰れないというところ

を、徳良湖の花笠の湯に来ていただく、あと鶴子のほ

うの御所の湯に行っていただく、そういう形で、尾花

沢のいいものをどんどんつなげていっていただくよう

なビジョンをよろしくお願いしたいと思います。これ

で私の一般質問を終わります。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 以上で、塩原未知子議員の質問を打ち切ります。 

 ここで、昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

 

            休 憩  午後０時02分 

            再 開  午後１時00分 

 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。次に７番 

青野隆一議員の発言を許します。青野議員。 

〔７番 青野隆一 議員 登壇〕 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 先の通告にしたがいまして４点質問を申し上げます。 



 まず、１点目でありますが狭隘市道の改良計画につ

いてお伺いいたします。 

 福原地区内の住宅で、緊急車両や消防車両などが入

れないような狭隘道路は何カ所あり、その距離はどの

位あるのかお尋ねいたします。 

 また、今後こうした道路の改修計画については、ど

のように考えておられるかお伺いいたします。 

 ２点目は尾花沢市公営住宅等長寿命化計画について

お伺いいたします。 

 本計画中第３章公営住宅等ストック活用計画に掲げ

る基本方針の「入居世帯の構成に柔軟に対応した住宅

の活用」には、従来のファミリー層だけでなく、増加

する単身者や夫婦のみの高齢者世帯等それぞれの世帯

構成に対応できる住戸を供給するとともに、各年代層

が一緒に住む多様なコミュニティの形成を図りますと

書かれております。この計画は、平成26年度から平成

35年度までの10年間を計画期間としておりますが、現

在の進捗状況についてお伺いをいたします。 

 また、入居世帯中一般世帯数と65歳以上の世帯員が

いる高齢者世帯数はどのようになっているかについて

もお伺いいたします。 

 ３点目は、押印手続きの見直しについてお伺いいた

します。 

 来庁される市民の皆様が窓口で行う申請手続きはど

のくらいあるのか、そのうち押印を必要とするのはど

の程度あるのか、お伺いいたします。５月15日に政務

活動でお伺いした千葉市では、これまで押印をお願い

していたおよそ3,000種類の手続きについて見直しを

した結果、およそ2,000種類の手続きについて、署名を

基本とする「署名」または、「記名押印」の選択制に改

められました。本市といたしましても、５月１日に新

庁舎落成記念式典が、盛大に行われ、５月７日から新

庁舎での事務が開始をされました。市役所が新しくな

ったということだけではなくて、市役所の対応も良く

なったと実感してもらうことが大切です。その市民サ

ービスの向上と事務の簡素化を図るためにも、千葉市

のように、全ての申請書様式の見直しをすべきと考え

ますが、市長のご所見をお伺いいたします。 

 ４点目は、商店街活性化対策についてお伺いいたし

ます。 

 まず、市内商店街で、後継者のいる商店街の割合は

どの程度あるか、お伺いいたします。 

 商店街は、大型店舗と比較をして、取り扱っている

商品の情報が詳しく、また、地元商品を多く扱ってい

るなど、たくさんのメリットがあります。こうした地

元商店街の活性化対策として、ホームページ作成費用

やあるいはチラシ広告などの印刷、新聞折込料などに

対し、助成措置を講じてはいかがか、市長のご所見を

お伺いいたします。 

 また、市民の皆様に、とにかく一度地元商店街に足

を運んでいただき、地元商店街で買い物をする楽しさ

を知っていただくために、子どもたちが小学校や中学

校に入学する際に、制服やランドセル、あるいは学用

品の購入、あるいは一緒に食事をしたり、あるいはケ

ーキを買ったり、そうしてもらいながら、地元商店街

で使える、入学お祝い商品券を差し上げてはどうかお

伺いいたします。 

 以上４点について、この議場も新しく素晴らしい議

場になりました。ご答弁につきましても、この新議場

同様に、相応しい、前向きな素晴らしいご答弁を心か

らご期待申し上げ、壇上からの質問を終わります。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 まず、非常に暑いですので上着を着用しない無礼、

お許し願いたいと思います。 

 青野議員からは、大きく４項目についてご質問いた

だきました。 

 最初に、狭隘市道の改修計画についてのお尋ねであ

ります。 

 まず、福原地区における緊急車両等の通行に支障が

ある狭隘路線の個所数と延長についてでありますが、

平成30年度の福原地区の除雪計画路線のうち、小型ロ

ータリで除雪作業を行った路線については、10路線、

延長は1,100ｍとなっています。そのすべてが緊急車両

の通行に支障があるものではございませんが、概ね幅

員が２ｍから2.5ｍと狭く、改善するには拡幅整備の対

策が必要であると捉えております。 

 次に、これらの狭隘市道の今後の改修計画について

ですが、道路改良事業に関しては、各地区からの請願

や要望を受けて、５カ年の事業実施計画に掲げ、関係

者からの事業同意があった個所から、測量設計、用地

測量、用地買収・物件補償、工事着手と順次進めてお

ります。拡幅整備の必要がありながら、未改良のまま

残っている狭隘路線については、事業関係者からの同

意が得られないことや事業予定地に未相続の土地があ

るなど課題があり、着手できずに未改良のままとなっ

ているものと思われます。今後、こういった課題が解

決した路線から、順次、道路改良事業に着手してまい



ります。 

 また、狭隘市道の改修までには様々な課題があり時

間を要することから、路面補修やオーバレイ、冬期間

におけるきめ細やかな除雪作業の実施など、日常的な

道路の維持管理をしっかりと行い、緊急車両の通行に

出来るだけ支障がないように対応してまいります。 

 次に、尾花沢市公営住宅等長寿命化計画についての

お尋ねですが、尾花沢市公営住宅等長寿命化計画は、

住宅施策の基本的な方向を検討し、地域の住宅需要に

対応した総合的な公営住宅の活用方針を設定すること。

また、修繕・改善計画を定め、長期的な維持管理と長

寿命化による更新コストの削減を図ることを目的とし

て、平成26年３月に策定されたものです。 

 長寿命化を図るべき公営住宅としては、長根下住宅、

荒楯第２住宅、下新田団地の３団地を指定し、計画的

に長寿命化対策工事を進めております。平成30年度ま

でに長根下住宅と荒楯第２住宅の長寿命化対策工事が

完了し、今年度は下新田団地の断熱改修工事の設計を

実施し、来年度に改修工事を行う計画となっておりま

す。 

 長寿命化計画の４つの基本方針の一つに、「入居世帯

の構成に柔軟に対応した住宅の活用」を掲げており、

増加する単身者や夫婦のみの高齢者世帯等へ対応でき

る住戸を供給し、各年代層が一緒に住む多様なコミュ

ニティの形成を図ることとしております。 

 その進捗状況についてのご質問ですが、単身者の入

居に関しては、平成28年４月より規則を改正し、単身

者が入居可能な対象住宅を１ＬＤＫ、２ＤＫだけでな

く３DKも可能とし、増加する単身者に対応しておりま

す。高齢者世帯への対策として、荒楯第２住宅２，３

号棟へのエレベーターの設置、長根下住宅の階段室へ

の手すり設置など対策工事を実施しております。今後、

老朽化した住宅の建替えを計画する際には、入居世帯

の構成に柔軟に対応した住宅供給を図ってまいります。 

 次に市営住宅の入居世帯の割合については、管理戸

数141戸のうち入居戸数は117戸であり、65歳以上の入

居者の構成は、単身者が31戸、夫婦が３戸、65歳以上

を含む世帯が９世帯、全部で43戸となっています。し

たがって、65歳以上がいる世帯の割合は36.8％で、65

歳未満のみの世帯は63.2％となっております。 

 続いて、押印手続きの見直しについてでありますが、

主な申請手続きとしては、証明書等交付申請、閲覧申

請、補助金交付申請、減免申請等が挙げられ、現在、

押印を必要としているものは相当数あります。 

 このうち、市民税務課では、今年度に入り申請書等

の大幅な見直しを行っております。市民に身近なもの

では、住民票や印鑑証明、税証明、戸籍謄本等の交付

申請書を１枚にまとめ、押印を廃止しております。ま

た税務担当では、納税者の名義等変更の際に提出を求

めている書類が複数ありましたが、これを１枚にまと

め、押印を１カ所としております。提出書類を減らし

たことで、市民が申請に係る時間を含めて負担の軽減

が図られ、さらには職員が手続きにかかる時間も削減

されており、事務の改善につながっているところです。 

 また、５月より新庁舎に移行し、各課の配置が変わ

ったことに伴い、市民を待たせない、市民に負担をか

けない対応に努めているところでありますが、申請書

様式の見直しもその一環であると考えております。し

かし、申請書の中には、補助金や税金等の減免といっ

た金銭に関わるものも多く、法令等による押印義務付

けがあるものもあります。 

 一概に押印を廃止することは困難でありますので、

まず申請手続きの種類や件数を正確に把握した上で、

押印の要否の判断作業、関係する条例・規則等の改正

作業など、見直しに係る事務手続きの全体像を把握し

ながら、検討を進めてまいります。 

 次に商店街の活性化対策についてのお尋ねでありま

す。 

 １つ目の市内の商店街の中で後継者のいる割合につ

いてですが、６割程度と思われます。これは平成24年

度の経済センサスをベースに、商店街協同組合や商工

会からお聞きした直近の状況を加味した数字となって

おります。 

 次に、ホームページ作成費用やチラシ広告印刷・新

聞折込料などの店舗ＰＲに対する助成を行ってはどう

かとのご提案ですが、既存事業として商工会が実施し

ている補助事業がございます。この事業は、年間50万

円を限度とし、３分の２を補助するものであり、毎年

約10店舗で活用されております。この助成制度につい

ては、多くの事業所の方々から利用していただきたい

と考えておりますので、今後とも商工会と連携し、事

業の拡大を目指してまいります。 

 次に、入学時の子育て支援についてお答えします。 

 本市では、準要保護に認定された児童生徒に対する

入学前の就学援助に取り組んでおり、今年度は総額62

万円強の助成をしております。 

 また、平成19年度から、義務教育内第３子以降の児

童生徒の給食費については、全額助成しており、昨年

度からは、小中学生の給食費半額助成を実施しており

ます。 



 さらに、通学時におけるスクールバスでの送迎はも

とより、休日の部活動の送迎等についても、可能な限

り対応しております。 

 議員からは、入学時の子育て支援についてご提案を

いただきましたが、ＩＣＴ環境の整備や、教育設備の

充実等も喫緊の課題であり、教育費全体のバランスを

考えて、今後の検討課題とさせていただきます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 それでは、自席から再質問させていただきます。壇

上で申し上げましたけれども、「新しいこの立派な議場

に相応しいご回答を」ということで申し上げました。

イマイチかなというところはございますが、その辺は

私の再質問に対する、また答えの方でよろしくお願い

を申し上げたいというふうに思います。 

 最初に、狭隘市道の改修計画。福原地区については

10路線、延長はおおよそ1,100ｍということでございま

した。戸数はいかがでしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 お答えいたします。狭隘市道の沿線の住宅の戸数と

いうことでございますが、住宅の戸数までは把握して

ございませんので、今後、狭隘市道の状況について、

さらに調査を進めてまいりたいと考えております。そ

の時に住宅の戸数等についても把握させていただきた

いと考えております。以上です。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 今申し上げたのは、いわば高齢者世帯も含めて、今

福原地区に居住をされているその方々が、万が一の際

に、その緊急車両あるいは救急車がいけないという、

そういう狭隘路線をなんとかしなきゃならないんじゃ

ないかなということですので、私はその路線のメータ

ーでなくて戸数、どういった地域のどういう方々がそ

ういう今、万が一の場合対応がなかなか困難なところ

があると、ぜひこれについてはそういった観点からの

把握に努めていただきたいというふうに思います。そ

してまた、そういう現実的な、そこを車でといいます

か、実際に走行して、そういう路線なのかどうか、ぜ

ひそういったまず点検をよろしくお願いしたいという

ふうに思います。答弁にもありましたとおり、この拡

幅がなかなかできないところというのは、非常にその

色々な問題を抱えているところでございます。申され

たとおり、請願等々で、通されているところは順次改

良していくと、ただこうやって残っている所というの

は、非常に感情的な問題も含めた様々な問題対処でき

ないという場所だというふうに思っております。そう

いう意味で、着手できずに未改良も残っていると、こ

うしたところについては、こうした課題が解決した路

線から順次、道路改良事業に着手したいということな

んですけども、この課題の解決ということについては

地元ということなのか、それとも市当局も、そういう

難しいところについては、一緒に入って、様々な相談

を受けながら解決をしていくという意味なのかどうか

お伺いいたします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 狭隘路線の様々な課題について、地元に任せておく

のではなく、市の方も積極的に関わっていくべきだと

いうふうなことだと思います。まあ、青野議員のご提

言に沿った形で、なるべく市としても、問題解決に向

けて対応できるところは対応してまいりたいと考えて

おりますので、今後こういった、先ほども申し上げま

したが、狭隘路線の狭隘のまま残っている路線につい

て、状況等把握しながら検討させていただきたいと思

います。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 建設課長からは、非常に心強い答弁がございました。

やはりその実態、どういう方々が、そういうことで現

実的に困っていらっしゃるのか、そういうことを的確

に把握して、そして地元の関係者、区長さんを通して、

そういった問題解決に積極的に関与していきたいとい

うことでございました。本当にそういう形で今後進め

ていっていただきたいなというふうに思っております。

今定例会で、冒頭、議第39号「災害対応特殊救急自動

車購入契約の締結について」が議決をされております。

おおよそ3,900万円でした。やっぱりこういった最新鋭

の救急車両の配備。もちろんその、市民の安心安全を

守るというのは大事なことです。ただ、私が申し上げ

たように、そういった立派な緊急車両が、その道路の

状況によって、入れる場所があれば入れない場所があ

るという、そういうふうな意味では、その行政の根幹

ともいえる、やっぱ公正公平、そういった大原則、や



っぱりそれを守っていくためにも、その私が申し上げ

てきた狭隘路線については、市もしっかりと、一緒に

相談に乗りながら改善をしていくということが必要だ

と思いますけども、市長の考えをお伺いいたします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 実はですね、今日グラウンドゴルフ場に行ってです

ね、古殿の方から、先日お父さんが倒れて救急車を呼

んだけれども、自分の家の前まで入って来れなかった

と、何とかこれをして欲しいと、まさしく青野議員が

取られている問題と一緒でございました。尾花沢でも

かつて小野市長の時に、狭隘の道路を解消しようとい

うことで、建設課も相当骨を折られたと思います。だ

いぶ解消されたと思うんですけれども、まだそういう

箇所は、市内には全域見るとたくさんあると思うんで

す。ですから市の方に、全部見て探せということでは

なくて、議員の皆さんにも、ぜひここは狭隘なんで、

早く対応を取るべきじゃないかという箇所をですね、

教えていただけると、その対応が早くなるのではない

かと思います。私もそういったところは一刻も早く解

消して、そして緊張時における緊急車両が速やかに入

っていけるという状態は作っていきたいというふうに

考えております。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 今市長からありましたように、小野市長はじめ、そ

ういった市内に狭隘路線、救急車両が入れないところ

は、改善をしていくんだという、これは歴代市長さん

の、きちんとした受け継ぎをしながらやってきておら

れますし、市長からも、そういうご答弁がございまし

た。道路パトロールカーなども、市ではかなり毎日い

ろんな場所を走っておられます。今、申されたように

地元から、もちろんそういった問題提起も含めながら

ですけども、そういった道路パトロールなども含めな

がら、やはり市内のそういった点検、あるいはそうい

ったことへの相談の持ちかけなども、双方しっかりと

やっていくと、そしてその緊急車両の入れない所につ

いては、出来ましたら市長在任中に、ぜひ改善をして

いきたいというふうに要望を申し上げたいと思います。 

 次に、尾花沢市公営住宅等長寿命化計画についてお

尋ねをいたします。 

 この計画書、先ほどもありましたように、平成26年

から35年までの10カ年計画でもございます。この計画

書の、公営住宅等の供給方針として、借り上げ型公営

住宅及び主な住宅確保要配慮者向け賃貸住宅（家賃補

助型）という記載がございます。これはですね、どう

いうものなのか、ご説明をお願いいたします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 大変申し訳ございません。青野議員からありました

件について、まだ勉強不足で把握してない面もござい

ますので、今後勉強して対応してまいりたいと思いま

す。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 わからないのでお聞きしたのですが、おそらくです

ね、これまでのような、いわゆる公営住宅のあり方だ

けでは、これからの尾花沢の、住宅の供給が難しくな

るんだと、いろんな意味で様々な複雑な、やっぱりそ

の、それぞれの家庭事情に応じた、住宅政策が必要に

なるんだというふうな意味合いで、こういったちょっ

と耳慣れない言葉が、すでに平成26年に出されてるん

じゃないかなというふうに思っております。もう１点

ですけども、第４章には、公営住宅建て替え事業計画

というのがございます。北町住宅、荒楯住宅、中ノ段

住宅の３団地14棟58戸の建て替え時期については、平

成34年度から35年度とし、28戸を整備しますとありま

す。かなり具体的な計画が示されております。この進

捗状況についてはどのようになってるか、お伺いいた

します。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 公営住宅の建て替え事業計画についてでございます。

青野議員仰るとおり、建て替えを進める住宅として北

町住宅、荒楯住宅、中ノ段住宅の、３住宅を指定して、

この建て替えのために、新たな住宅として28戸整備し

ていくというふうな経過になっております。現在の進

捗状況でございますが、荒楯住宅につきましては、古

い住宅の方を全て、別の住宅の方に移転していただい

て取り壊してございます。北町住宅についてはまだ５

戸残っております。現在、入居者の方々とお話をしな

がら、今後どうするか、検討しているところでござい

ます。中ノ段住宅については、現在空き家が出た場合、

募集しないで、政策空き家と言っておりますが７戸開

いている状況でございます。まあこういった状況、あ



と他の住宅全体での、空き家分も含めまして、今後こ

の28戸というふうなことを基本としながら、検討して

まいりたいと考えております。以上でございます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 私は、なぜこういう質問するのかと申し上げますと、

今までの、これまでのような、その公営住宅政策だけ

では、これからの尾花沢市の、ますます進む高齢化社

会に対する、いわばセーフティネットと言えるような

宅地政策を、別の角度からやはりやっていく必要があ

るんじゃないかなという視点で申し上げております。

今日の山形新聞を見ました。人生100年時代年金だけで

老後まかなえず、2,000万円の蓄えが必要だという記事

が、出ておりました。大変ドキドキしました。今まで

ですと、長寿幸せだなぁと、長生きしてけろなという

ことでございましたけども、これを見ますと、100歳ま

で、これから20年生きるなら1,300万円、30年なら2,000

万円ぐらい不足になるという試算が出ておりました。

必ずしも長寿長生きが、嬉しいものかというふうなと

ころが、今までの考えを一転させるような新聞記事が

ございました。やはりこの、こういった人生100年時代

という、その際のこれからの、どの地域にもおられま

す、老齢の単身者夫婦のみ世帯、この方々の住宅政策

をどうしていくのかということが、私は非常に気にな

っておりますし、これから考えていただきたいと思っ

ております。その高齢者単身夫婦のみ世帯数というの

は、尾花沢ではどのくらいおられるのか、お伺いいた

します。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。ちょっと全部はお答えできない

んですけれども、４月１日現在で、65歳以上の人口が

6,281人でありまして人口16,072人に対して、高齢化率

が39.08％の状態になっております。ちなみに平成30

年については、37.9％でしたので、この１年で１％以

上伸びているというような状況です。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 高齢化比率はその通りだと思うんですが、問題なの

はやはり１人暮らし、あるいは夫婦のみの世帯という、

この辺の数字なんですけども、私が市の統計で見させ

ていただいた数字ですけども、平成29年は550戸の１人

暮らし世帯でございます。ちなみにこの計画が作成さ

れた当時は、365戸ですので200戸ほども、この５～６

年間で増えていると、ますますこれから、その地域で

の１人暮らし２人暮らしの世帯が増えてくるというこ

とがこの数字からも明らかというふうに思います。こ

ういった方々というのは、結局、高齢者ということで、

雪片付けが大変になってくる。あるいは介護の問題も

差し迫っているというふうな状況の方々でございます。

こういう方々の住宅政策について、今考えておられる

ことがあればお伺いいたします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 唐突な質問なので、準備が無かったと思うんですが、

いろいろ考えておられると思います。ちょっともう一

点お伺いしたいんですが、中央診療所、築何年か分か

りませんけども、この耐用年数というのはどれぐらい

でしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 健康増進課長。 

◎健康増進課長（永 沢 八重子 君） 

 お答えいたします。概ね病院用建物は39年ほどにな

っていると思われます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 私はやっぱりこのこれからのそういった高齢者福祉、

あるいは住宅政策にとって、キーマンになるのは中央

診療所かなというふうに思っております。今、山の診

療所ということで、大変急な坂道を登らなきゃならな

い、車で行く方もおりますけども、今言ったように、

耐用年数というのは、おそらくまもなくかなと、昭和

54～55年代に建っているわけですから、調べてみます

と、一番立派な鉄筋コンクリート造りで47年というふ

うになっております。そろそろ、そういった建て替え

の時期も近づいているなというふうに思います。やは

りこの医療機関につきましても、今後どうしていくの

か、これも大きな課題なんですが、今尾花沢の、旧し

あわせ銀行跡地、非常に広く空いているということで、

そしてまた、近辺の建物についても不在住居が増えて

おります。非常に街の真ん中にしては非常に大きな、

ぽかんと空いたような、ひとつの状況が作られている

わけですけども、これは私の考えですので、あと市長

からもご所見伺いたいと思うんですが、やはり今、そ

のファミリー層だけじゃなくて、そういった高齢者の



皆さん方が、このいろんな年代の皆さん方と、多様な

コミュニケーションのケースを図るという基本方針に

沿った、やはり宅地政策、これは今までとは違う、全

く発想の違う視点での政策が必要なんじゃないかなと

いうふうに思っております。これは私の思案ですけど

も、（仮称）おばねご長寿いきいきタウン構想というこ

とでございます。やっぱり今申しました新町の、今ち

ょうど空いている、そこのど真ん中に、診療所の移転

計画をぜひ計画をしていただきまして、そしてファミ

リー層や一般世帯が入れる市営住宅、いわば先ほど申

し上げた28戸の立て替えというのも、そういった健常

者の方々、ファミリー層の方々が入れる場所がいいと

思います。あともう１つは、単身の方や老夫婦の皆さ

ん方が安心して居住できる、これはサービス付き高齢

者向け住宅ということで、大石田の駅前にあるところ

もその一角を担っております。県内各市でもまだまだ

ですけども、だんだんだんだんそう言った、いわばケ

ア付きの住宅、高齢者が安心して１人２人暮らせる住

宅が必要になってくるというふうに私思います。もう

１つは地域密着型介護老人保健施設、これは30床以下

の小さな特老なんですけども、これも尾花沢以外のと

ころでは、着々と建設が進められております。いわゆ

るその一般住宅と、そしてケア付きのサービス付きの

高齢者住宅、そして地域密着型の介護保険施設という

ものを隣接をさせていく、そこに診療所があるという

ことによって、皆さんがこれから途切れなく生涯を終

えられる、そういった安心できる、いわば尾花沢の高

齢化に対応する住宅政策が可能なんじゃないかという

ふうに思っております。そして今ひとつ、その診療所

を置くことによって、今課題になっております、放課

後児童クラブあるいは病児・病後児保育、こういった

ものも併設することによって、いわば子どもから高齢

者の皆様まで、その各年代が、その地域に一緒に住む

賑わいを作る、そしてまたその周辺商店街も活性化を

していくというふうな、これが私の思案でありますけ

ども、そんな考えについて、市長いかがお考えでしょ

うか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 非常に議員の思案は今後尾花沢にとっても必要な施

設だとは思います。非常に感慨深く聞かせていただき

ました。たた、新町の今先ほど申された場所について

は、あくまでも民地でございます。そして、銀行の跡

地は残念ながらわずかでございます。そういったとこ

ろを含めて考えた時に、その民地もあわせて考えてい

くと考えた時に、あの商店街の、あの位置をどう使っ

ていくかということも、やはりこれから都市計画を考

える上では必要だと思います。もう１つ、あの商店街

の皆様からも言われていることは、現在中央駐車場が

あって、あそこは祭りとかいろんなイベントのために

駐車場が駐車場でなくなると、果たしてそれでいいの

かというふうにも言われております。ですからそうい

ったところも考えてくれというふうな要望もきており

ます。ですから先ほどの民地については、やはり都市

計画を練る上で、もっともっと煮詰めていく必要はあ

るであろうと、ただあそこに診療所を持ってきて、い

ろんなケア付きの形でやるっていうのは、たぶんあの

いろんな研修先において、私たちも研修してみてきま

したので、必要なものであろうというふうに私も思い

ます。ですから今尾花沢でそれをただちに取り組める

かどうかと、現在の医師確保という部分もございます。

そういったことも含めて考えていかなきゃならないし、

先ほど学童保育もそこにということでしたけども、先

ほど申し上げたとおり、できることならば、学校の中

での学童保育が可能であるような、そういった方向も

探ってみるべきであろうというふうに考えております

ので、慎重に慎重を重ねて、そして皆さんにもいろん

なかたちでご議論いただき、そしていろんな皆様方の

ご意見を拝聴しながら、 進めていきたいというふうに

考えます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 私は議員という立場から、私の思案を申し上げまし

た。市長は、全体のこれからの財政も含めながら、語

っていただきました。やはりこれからの尾花沢のまち

づくり、先ほど塩原議員からありましたような都市計

画マスタープランも併せながら、そしてあるいは第７

次振興計画、今年から入るということですので、これ

からの10年間のスケジュールの中に、そういった視点

をぜひ取り入れていただきながら、これからのますま

す増えていく１人暮らし、夫婦の皆さん方が、なおか

つ安心して住み続けられるようなまちづくりの一案と

して、受け止めていただきながら、今後十分ご検討い

ただきたいというふうにお願いを申し上げます。 

 それでは次に、押印の見直しということでございま

す。答弁がございました。現在、押印を必要としてい

るものは、相当数ありますというお答えなんですけど

も、やはり私は、この実態をしっかり把握するところ



から始めなきゃならないと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（鈴 木   浩 君) 

 お答え申し上げます。申請書の種類あるいは件数を

把握する上では、市役所全庁的に調査する必要がある

と思っております。これも相当の作業を要するもので

ございますので、現段階で詳細な件数を把握してない

ところでございますけども、今後件数等の全体像を把

握した上で、見直しについて検討してまいりたいと考

えてございます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 市民税務課さんのほうでは、非常この見直しをやら

れたということだと、大変素晴らしいなと思います。

新庁舎があって、そして新しい市民の皆様が来て、手

続きが簡単になったな、あるいはハンコなくてもでき

るようになったな、そういう思いというのは非常に大

丈夫だと思います。やっぱり新しい庁舎ができて、そ

こに来られる市民の皆さん方が、市役所も変わったけ

ども、手続きなんかも含めて、なんか市役所良くなっ

たなと言えるひとつの、私は押印手続きの見直しとい

うのは、そういう意味では非常に大事な見直しだろう

と思います。お金がかかるわけではありません。やは

り皆さん方が、本気でやればできるというふうに思っ

ております。ちなみに先ほど申し上げました千葉市で

ございますけども、3,138種類の押印が必要だったそう

です。そのうち2,075種類の押印が原則不要となったと

いうことで、３分の２これが不要になったと、これは

どうやってやったかといいますと、この担当部署、い

わゆる行革の担当の部署が押印見直しのガイドライン

を作りました。これに沿って、各課がやったところ１

ヵ月だったそうです。１ヵ月で見直しが終わったと、

もちろん残ったものありますけども、概ね１ヵ月で完

了したと、やっぱりやる気があれば、この押印見直し

というのはできるんじゃないかなというふうに思いま

す。私も市の職員だったんですけども、やっぱり窓口

に来てハンコがないと、ちょっと取り行ってけろど、

ありゃ買ってきてけろど、いうふうなことも含めて、

受ける側も、来る側も、非常に押印という１つのハン

コのことで、やっぱり市役所ってハンコ無いとできな

いというその常識を破った千葉市の、私はやり方とい

うのは素晴らしいなというふうに思っております。市

長いかがでしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 日本の長年の文化が、この押印の制度がずっと根強

く残っております。市役所の中でも同じような形、市

役所よりも、私なんかよくお願いしてやっているんで

すけども、こんなに手続きが面倒なのかと、こんなに

判を押さなくちゃなんないのかっていうのは、借入を

する際なんかは特にです。いろんなことを考えますと、

本当にこういうのを直してくれればというふうに思っ

ておりますので、市役所の中においても、市民の皆さ

んが、もうサインで、ないしは本当に簡素に取扱える

ような形になるように、庁舎内でも職員の皆さんと一

緒に考えながら、進んでいきたいというふうに思いま

す。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 市長はぜひやっていきたいって言ってございました。

総務課長、９月頃までなんとか目途でできませんか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（鈴 木   浩 君) 

 お答え申し上げます。早急に見直しを行う必要があ

るのではないかというふうなご提言でございます。担

当課といたしましても、できるだけ早くですね、事務

改善委員会等もございますので、そういったところで

も、協議をしながら、９月とまではいかないと思いま

すけども、年度内中に、この調査をした結果を出せる

ような形で進めまして、市民サービスの向上、それか

ら職員の負担軽減に繋がる部分につきましては、前向

きに対応してまいりたいというに考えてございます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 千葉大学で、この実際に押印手続きをした結果の検

証をやったそうです。64歳以下では32秒、65歳以上の

方は80秒、申請書１通に対するロスが解消したという

ふうな千葉大学の報告がございます。今申されました

が、今年度中と言わず、今日ご臨席の課長の皆様方、

自分の様式を自分で見直す、必ずしもそれが総務課長

から指示がなくても、できることだと思います。何十

年も見直しもなされてない申請書いっぱいあると思い

ます。それをぜひですね、指示待ちでなくても、自分



のできるところから改善して、そして市民サービスの

向上、そして行政改革といいますか、そういった時間

短縮にも、ぜひ明日からでも取り組んでいきたいと、

いただきたいというふうに申し上げたいというふうに

思います。 

 最後になりましたけども商店街の活性化、これにつ

いてお願いをいたします。 

 本当に村山・新庄と比べますと、尾花沢の商店街、

後継者のいる割合が６割程度あるということで、非常

に私心強く思いました。この６割の方々が今の尾花沢

の商店街を担っていく方がおられるということは、本

当に私は素晴らしい、だからこそ、その今の商店街の

地元商店街を、より活性化をしていく、やっぱりその

政策を、施策をしっかり打ち出していただきたいとい

うふうに思っております。答弁書の中では、回答の中

では、商工会が実施している補助事業があって、年間

50万円、３分の２の助成で、毎年10店舗が助成をされ

ている、利用されているとございました。これは、日

本商工会議所がやっております、小規模事業者持続化

補助金という制度がございます、全国でやられている

ということで、ただこれにはですね、経営計画書ある

いは補助事業計画書というものを添付をしなければな

りませんし、そしてまた審査もあるということで、必

ずしもその受理をされるかどうかは、国の審査次第だ

という制度でございます。これも、確かに10店舗も利

用されているということ、非常にこれは結構なことで

す。私が申し上げているのは、もっともっと尾花沢の

市の行政として、地元商店街のそういった購買力向上

をするためにも、独自のいわば宣伝広告費あるいはホ

ームページの起ち上げ、そういったところに力を貸し

てあげられないかという質問でございました。改めて

答弁お願いします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 今仰ったとおり、小規模事業者持続化補助金ってい

う形での説明を、先ほど市長からさせていただきまし

た。その中で、独自のという形になりますけども、ま

ず３月から商店街協同組合の方では、ＬＩＮＥという

形での誘客を図っております。大体、一週間に１回ま

たは２回ぐらい、そのＬＩＮＥに登録してある方につ

いては、商店街のお得な情報が流れてきております。

それは、小売店舗を中心としての話になりますけども、

今現在、500名登録を目指してまして、400名近い登録

になりまして、最初の500人に対しては、500円の割引

券を差し上げているって形で、今まもなく500件の登録

になるのかなというふうに思っております。このＬＩ

ＮＥの登録につきましても、あくまでも若い方々を中

心として、独自に始めた事業であります。ただこれに

は市の支援も入っておりますけども、アイデアとして

は、町の若い方々を中心として進めた事業であります。

ただ、ＬＩＮＥの今後の支払いのやり方、方法なんか

も、今キャッシュレスっていう言葉が出てきてますけ

ども、それにもつながっていく第一歩でありますので、

こういう部分で、一つずつ、まずは取り組んでいきた

いというふうに思っています。あと先ほどの補助事業

につきましては、あくまでも商工会の支援を受けなが

ら、取り組むという形で、商工会が助言指導、融資の

あっせん等も、手厚くも行うという部分もあります。

これはまさしく市ができない部分でもありますので、

こういう部分については、商工会のほうからしっかり

要望に応えていけるように、こちらからもまた改めて

協力していきたいと思っております。以上であります。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 商店街の皆さんからお聞きしますと、チラシは出し

てみたいと、でも折込をすると10万円はかかるという

ことです。10万円というのは、出して10万円以上の見

返りがなければ効果が出せないということで、出した

いけども、10万円の費用というのは非常に負担だと、

回収するにしても大変だという声がございます。私は

地元商店街に行きますと、この店で何を売っているの

かよく分からない方が多いんですね、実際に行ってみ

ると、いろんな品物がやっぱりあって、あっこんなの

もあるんだということで、その商店街さんお店屋さん

で非常に努力をしながら、やっぱり販売を一生懸命や

っている。それを私はその店の考え方とかあるいは売

っている物とか、そういったもの、やっぱりせめて、

尾花沢の市民の皆様方に、ご理解をしていただくこと

が大事なんじゃないかなと、なかなか足を運ばないと

いうのが、今の地域の方、近くの方は運ぶと思います

けれども、やっぱり遠方の方になりますと、スーパー

とか、そういうところにどうしても足が向くと、そし

てそれは１円２円の世界ですから、安いものを買って

帰ると、私はそれではますます、地元商店街は力がな

くなってしまうんじゃないか、そういうふうな意味で、

力を貸してあげる、これは私調べてみましたけども、

他の自治体でも、そういうところに対する助成をやっ

ているところはたくさんあります。尾花沢市としまし



ても、例えば、１件10万円の広告がかかるとすれば、

２件であれば両面なので５万円ということなのかと思

います。せめて年に１回ぐらい、そういった希望する

商店に対しては、そういった自己ＰＲをしたり、その

商店を理解していただくための、そういう市としての

助成制度、ぜひ作っていただきたいと思いますけどい

かがでしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 今、議員からは、市独自の事業でＰＲする際の支援、

これは先ほどの事業と違って、たぶん審査とかを通ら

ないで、たぶんハードルを低くした事業はいかがかっ

ていう話だと思います。まさしく、今の大型店舗へ買

いに行く形の利便性については、やはり一箇所で野菜

も魚も肉も買えるというような部分が選ばれているの

も１つだと思っております。例えば、八百屋さんの隣

の肉屋さんと魚屋さんと一緒にチラシを作れば、品揃

えでは大型スーパーには、それでも負けてしまうかも

しれませんけども、こだわりのある商品を、１つのチ

ラシに出せるというような、すごく魅力のあるＰＲに

はなるのかなと思っております。ですので先ほどの事

業につきましても、もちろんそういう何店舗かでも、

複数の店舗で出すことも可能でありますけども、まだ、

その事業についての考え方はちょっと分からないんで

すけども、やり方としては、商店街に来てもらうには、

今のような一枚のチラシに大型スーパーに負けないよ

うな魅力あるチラシが入っていくと、それを例えば印

刷屋さんも巻き込んじゃって、間にコーディネートと

して入ってもらって、そういう印刷屋さんもそういう

方、得意な方もたぶんおると思いますので、そういう

部分に、何かしらの支援を商工会または市でやってい

けるような考え方を、今後持っていきたいと思ってお

ります。以上であります。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 商工観光課長の、幅広い考え方、さらにその印刷の

手助けも受けてということで、そうやって地域を守っ

ていく、手を広げていく、そういう答弁がございまし

た。本当に私、ぜひ来年向けてお願いしたいなという

ふうに思っております。 

 最後になりましたが、入学時の子育て支援というこ

とで、ちょっとこれは答弁書が、私は子育て支援とい

うことではなくて、その入学時に、いわゆる子育てに

対する支援と一緒に、これもまた地元商店街に、足を

運ぶきっかけづくりを作っていただきたいという意味

で、実は質問申し上げました。子育て支援は尾花沢市

やっぱり確かに日本一を目指して、いろんな手を尽く

されております。これも素晴らしい行政でございます。

私は、このやっぱり店に入っていかないと、その店で

何が売っているのかよく分からないという、私の娘も

入学時にランドセルを買ったんですけども、どうして

もジャスコで買うと、いやあそこでもちゃんと同じも

のが売ってるんですよと、しかもプレミアム商品券で

買えば２割ぐらいで買えるのにと言っても、ジャスコ

で買うと、ランドセルはジャスコというなんか、若い

人たちの感覚あるのかわかりませんけども、もっとも

っと良い品物は、やっぱり地元商店街のほうがありま

すね。私も足を運ぶと、長靴なんかもなかなか破けな

い長靴、本当に良いものがいっぱいあります。それは

大型商店では買えない。そういうふうなものを、店に

入ってもらう、行ってもらうという一つの方法として、

入学時、ランドセルの一部であれ、ズックであれ、制

服であれ、なんかみんなでお祝いをする、お店屋さん

に行って食べるなり、何でもいいと思うんですけども、

そういうきっかけ作りを、地元商店街をさらに活性化

をする意味で、子どもの入学時に、今子どもの数が100

人とか、非常に減ってきています。これからはもっと

もっと減ってくる、その一人ひとりの入学をする、子

どもたちを大事にしていくというふうな思いでも、そ

ういった施策が必要なんじゃないかなというふうに思

いますが、これはやっぱり市長ですかね、はいお願い

いたします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 私も、祖父という立場もあるんですけども、驚きま

した、来年の春、確かにうちの孫も小学校入りますけ

れども、ついこないだランドセルカタログいただきま

した。こういうふうにして始まるのかと、私たちによ

こしたというのは、じいちゃん、ばあちゃん覚悟して

おいてくれと、いうふうな意味もあるのかなと思って、

またそれは、１つの楽しみになるのかなというふうに

も思います。確かに商店街の活性化ということでは、

今議員仰せのとおりだと思うんですけども、ただその

入学に向けての準備っていうのは、３月だけじゃない

んですね、ランドセルは先ほど申し上げたとおり、だ

いたい夏場でもう勝負だと、いうふうに聞いておりま

す。ですから、その辺のところでのランドセルの受注



は、これからバァーッといくんじゃないかないうふう

に思いますけども、その他のものについては、やっぱ

り私たちも、孫にもし買ってあげるとするならば、一

緒に行って眺めて、そして買う、要するにプレゼント

する楽しみも私たちも味わいたいなというふうに思い

ます。ですから、それは時期的なものについては、や

はり単なる短期間ではないと思いますので、そういっ

たある程度、もうだいたい９月・10月ぐらいになって

くると、新学期に向けてといういろんなセールもあり

ますので、そういったところも合わせてですね、商店

街に対し、市の方でそういうふうな助成制度ってのは

できるのかどうか、内部でも検討してみたいというふ

うに思います。ただできるだけ、じいちゃん、ばあち

ゃんの楽しみも奪いたくないというふうにも思います。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 この財源ということで申し上げますけども、私は、

いわゆる保育園に通わない子どもたちに対する子育て

応援給付金、年額１万円という、これおそらく2,000

万ほどの出資をしています。私はこれは、必ずしも公

平な制度ではないというふうに申し上げたので、そう

いった普段の見直しを、やはり今の支出をしている予

算のことについても、そういった見直しを図るんであ

れば、十分な財源は私はあると思います。そういった

意味で、今回のその６割もいる尾花沢の商店街のその

活性化、いろんな方法がまだまだあると思います。私

が申し上げたような、２つの方法についても、ぜひ前

向きに考えていただいて、そして地元で買うその喜び

と言いますか、楽しみと言いますか、スーパーとは違

う、そういった地元商店街の良さを、もっともっと知

っていただくための機会にしていただきたいというふ

うに思います。私の一般質問につきましては、以上で

ございますけども、皆様方の新庁舎出来てからの、様々

な事務事業の見直しを提案させていただきました。ぜ

ひそういった視点で市長を先頭にして、いい市役所、

そしていい事務事業をしていただくよう、さらにお願

い申し上げまして質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 以上で、青野隆一議員の質問を打ち切ります。 

 次に、８番 和田 哲議員の発言を許します。和田

議員。 

〔８番 和 田  哲 議員 登壇〕 

◎８番（和 田   哲 議員） 

 こんにちは。それでは、私より通告にしたがい一般

質問を始めさせていただきます。 

 初めに１点目、第三セクターの経営安定に向けた取

り組みについてお尋ねいたします。平成31年３月の定

例会において、公共性と企業性を併せ持つ第三セクタ

ーとは、地域において住民の暮らしを支える事業を行

う重要な役割を担っている、一方経営が著しく悪化し

た場合には、自治体の財政に深刻な影響を及ぼす可能

性があると述べられています。本市の現状として、ふ

るさと振興公社に指定管理をお願いしている施設のう

ち、営業部門とされる施設、特に徳良湖温泉花笠の湯、

花笠高原荘は戦略的に営業していくことで、経営安定

化に直結し、本市の財政安定化につながる他、市民サ

ービスや消費者サービスの形で、市民に還元すること

ができると考えます。指定管理の見直しが求められて

いる現在、これら営業部門の施設に対して、具体的に

どのような経営安定化に向けた取り組みをしていく計

画か、お尋ねいたします。 

 次に、２点目です。ふるさと納税と教育の関わりに

ついてです。本市の地方譲与税や地方交付税による歳

入は、社会的及び経済的動向の影響を受けることで、

今後の見通しを立てづらい状況であります。そのよう

な中で、ふるさと納税は本市にとって重要な財源の一

つになっています。ふるさと納税のことが、税法改正

に盛り込まれるまでは、返礼品の内容について、全国

的に話題になり、自治体ごとに議論がされてきました。

もちろん本市においても、実際に美味しい尾花沢の特

産品の返礼品を目的に、尾花沢市に納税をしてくれる

方も多いと思います。これからも、ふるさと納税の納

税先の自治体の選択は自由であることには変わりあり

ませんが、今後は、今の子どもたちが、将来に地元尾

花沢市を離れても、故郷へ寄付したくなるような地元

愛を育む教育を行うことはできないものかお尋ねいた

します。尾花沢を離れても、地元を応援したくなるよ

うな教育をすることで、大人になった時に、ふるさと

納税という形で、本市を支えてもらうと重要な財源の

確保につながり、また次世代の子どもたちへと繋がれ

ていけるものと考えるからであります。以上２点が私

の質問になります。よろしくお願いします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 和田議員からは、大きく２項目について、ご質問を

いただきました。 



 最初に、第三セクターの経営安定に向けた取り組み

についてお答えいたします。 

 先の３月定例会において、「第三セクター等は、民間

企業の立地が期待できない地域において、産業振興、

地域活性化等に結びつく有効な手段の一つとして、市

民の暮らしを支える事業を行う重要な役割を担ってい

る反面、経営状況によっては自治体の財政運営に影響

を及ぼす可能性がある」とお答えしています。 

 株式会社尾花沢市ふるさと振興公社につきましては、

これまで、経営改善計画の策定や、運営検証委員会を

設置するなど、課題解決に向けた取り組みを行ってま

いりましたが、抜本的な課題解決にまでは至っていな

い現状です。 

 花笠高原施設につきましては、施設の老朽化や利用

者数の減少などを発端とし、「花笠高原荘検討検証委員

会」を組織しながら今後のあり方について検証を行っ

てきました。委員会からの提言内容については、議員

ご承知のとおりですが、この提言と地域の考え方には

隔たりがあったため、現在、検証委員会の提言内容を

真摯に受け止めつつ、地域の方々と「地域の主体的な

関わり」、「花笠高原施設の活性化」について視察研修

なども交えながら話合いを重ねています。 

 花笠高原施設の経営安定を考えた場合、提言書にあ

りました「安価な公共の宿」とするには、サービスの

内容、適正な利用料金について改めて検討する必要が

あり、今後、消費税が増税されることを考慮すれば、

他の営業施設においても利用料金の適正価格を検討す

る必要があると考えています。 

 また、指定管理制度の本来の趣旨は、これまで公共

性のある団体にのみ認められてきた公の施設の管理を

民間事業者まで拡大することで、民間のノウハウを活

用し、住民サービスの向上と管理経費の縮減を図るこ

とにあります。当該制度のインセンティブとして、指

定管理者の運営努力によって企業･団体の利益につな

がる利用料金制の採用も可能となっており、集客に結

び付く指定管理者側の新たな事業提案も重要な要素と

なってきますので、指定管理者の収益に結び付く事業

提案がなされるような環境整備も併せて検討していく

必要があるものと考えています。 

 ふるさと納税と教育の関わりについてのお尋ねは、

教育委員会より答弁いただきます。以上、答弁とさせ

ていただきます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 ふるさと納税と教育の関わりについてのお尋ねです

ので、学校教育の関わりの面から教育指導室のほうか

らお答えいたします。 

 「地元愛を育む教育」という観点で申し上げますと、

「ふるさと愛を育む教育」という表現で、今年度の尾

花沢市の学校教育全体構想の重点の１つに上げており

ます。 

 これを受けて、学校現場においては、特別な教科道

徳の授業のみにとどまることなく、全職員で、また、

学校教育活動の全ての場面で、子どもたちの道徳的な

「判断力」「心情」「実践力」を高める指導を推進し、

郷土の良さを知り、郷土を愛するこどもたちの育成に

取り組んでおります。 

 さらに、地域の教育力を一層高めていくことを重視

し、家庭内にとどまらず、地域全体で市内の子どもた

ちに声をかけ、見守り、育てていく、そういった地域

づくりを目指しています。 

 このため、尾花沢市の祭りを彩る尾花沢花笠踊り、

尾花沢の花笠太鼓や寺内の野尻太鼓、荻袋の拓魂太鼓

などの地域の伝統芸能、また鶴子地区の野菜作りなど、

地域行事に積極的に参加する子どもたちを育てる教育

を推進しております。 

 また、地域の皆様には、学校行事等を見ていただく

機会を積極的に設定していきたいと考えております。 

 今年度は、各小中学校における「特色ある学校経営」

ということで、事業費を増額いたしました。これらの

予算を各学校で有効に活用することで、ふるさと尾花

沢について学び、ふるさと愛を育む教育の充実を図っ

てまいりたいと考えております。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 和田議員。 

◎８番（和 田   哲 議員） 

 ご答弁ありがとうございました。それでは自席より

再質問を行いたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

 まずは第三セクターの経営安定に向けた取り組みに

ついてでありますが、大きく３つのポイントがご答弁

の中にあったのかなと私は思いました。まずは地域の

方々と話し合いをすること、もう一つは、検証委員会

の提言内容を真摯に受け止めること、そしてもう一つ

は、適正な利用料金について改めて検討する必要があ

ることです。この３つについて自席より質問を行いた

いと思います。 

 まず話し合いについてでございますが、こちらは鶴

子地区民の方を中心に、花笠高原荘の運営に関する話



し合いを開催されているという状況につきましては、

総務文教常任委員会を通じてご報告をいただいており

ます。これには新区長を含む、副区長また公民館連絡

協議会には、若い方も参加されておられるということ

で、まちづくりに関わる方々とともにですね、今後と

も様々な角度から、意見を継続していただければと思

います。こちらの地区民との話し合いについては、理

解いたしました。 

 次に花笠高原荘については、花笠高原荘検討検証委

員会からの提言を真摯に受け止めるとされてますが、

こちらについて、お伺いいたします。 

 平成29年10月に花笠高原荘のあり方に関する提言書

が出されておりますが、この中には、現状と課題につ

いて、平成６年から27年度までの統計を、数値とグラ

フを用いて、的確なデータが示されております。その

１部に経常収支の推移についてのグラフがありますが、

このグラフから見える状況について、改めてどのよう

にお考えかお尋ねします。よろしくお願いします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 お答えいたします。検証検討委員会からの提言書の

内容を見てみますと、その中に経常収支の推移という

ものがございます。その中に、総売上高、売上総利益

とともに、年々減少傾向にあるというふうに示されて

ございます。特に、単年度収支を見てみますと、平成

６年・７年・８年、ここは施設が始まって間もない時

期でありましたけれども、この時期、それから平成24

年・27年は黒字経営となっておりましたけれども、委

託料、指定管理料を除けば、いずれの年も厳しい経営

になっているのではないかと考えてございます。平成

４年に森のホテル御所山としてオープンをしまして、

同年県内で唯一となる天然観光薬湯であります、御所

の湯が完成したこともございまして、オープンから数

年間につきましては、入込客数も順調に推移しており

ました。しかしながら、近隣自治体に同様の施設がで

きたこと、それから長引く景気低迷があったことで、

客足が遠のいたこと、さらには燃料費の高騰もござい

まして、売上高も徐々に減少していったものと推定し

てございます。平成24年度にはホテルとしてのサービ

ス内容見直すとともに、施設の名称も、森のホテル御

所山から花笠高原荘に改称するなどの対応を取ってま

いりましたが、グラフからも分かるように、依然とし

て厳しい状況には変わりがないと認識しているところ

でございます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 和田議員。 

◎８番（和 田   哲 議員） 

 本当に仰るとおりだと思います。入込客数の推移が

減少することに伴い、やはり収支経常も減少すること

は、そこはやはり避けることができないことではあり

ますが、ご答弁にありましたように、やはり途中その

燃料費の、原油価格の高騰ってことがやはりありまし

て、そういったことも、経常収支に影響あるのではな

いかなと、仰るとおりだと思います。ここで、売上総

利益と費用の推移ということもありますが、やはり売

上高と総利益の減少に合わせて、まあ経費も軽減させ

てきてはいるんですけども、原油価格に比較する部分

が存在するため、光熱費を低減させるには、残念なが

ら非常に難しい現状であるのかなと、ここでお伺いし

ますが、原油価格の影響による指定管理料は、昨年の

12月の定例会におきまして、花笠高原施設と徳良湖温

泉花笠の湯について、一般会計補正予算が組まれまし

た。今後も、経済への影響などによる、原油価格など

外部的影響による、第三セクターへの経営に影響が考

えられる場合には、指定管理料の増額補正などの公的

支援をやはり引き続き行うべきと、私は考えますがい

かがでしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 お答えいたします。確かに公の施設を指定管理とす

る場合につきましては、社会経済の状況の影響による

物価の変動など、当初から正確に想定できないものも

あると思ってございます。議員ご指摘の燃料費につき

ましては、特にそういった要素を含んでいるものかな

と考えているところでございます。燃料価格の急激な

高騰など、指定管理者の経営努力だけでは如何ともし

がたい部分につきましては、市と指定管理者間におき

まして、リスク分担を定め、指定管理者に不利な条件

とはならないような対応が必要ではないかと考えてい

るところでございます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 和田議員。 

◎８番（和 田   哲 議員） 

 私も、そのように思います。引き続き継続していく

べきだと思います。平成26年に、総務省より経営改革

に関する新たなガイドラインとして、「第三セクター等

の経営健全化等に関する指針」が策定されました。そ

の中に、公的支援の財政支援の考え方というのがあり



ますが、ちょっと抜粋して読み上げさせていただきま

す。 

 公的支援の考え方、基本的な考え方でありますが、

「第三セクター等は、地方公共団体から独立した事業

主体として、公共性、公益性が高い事業を行う法人で

ある。その経営は、原則として当該第三セクター等の

自助努力によって行われるべきであるが、当該第三セ

クター等が、能率的な経営を行ってもなおその経営に

伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難と認

められる経費については、地方公共団体が公的支援を

行うこともやむを得ないものと考えられる。」と記され

ております。やはりここにも示されているとおりです

ね、ぜひ経営健全化に関する指針に沿って、支援を漫

然と継続することや、支援の規模が安易に拡大するこ

とのないように留意しながら、公的支援を引き続き行

っていただきたいと思います。この件については理解

いたしました。 

 次の質問に移ります。ここで１つ先ほどの市長の答

弁でもありましたが、第三セクターの経営に非常に大

きな影響を与える可能性がある重要な課題があります。

それは2019年10月に、消費税率を現行の８％から10％

に引き上げる方針が表明されていることがあります。

特に、徳良湖温泉花笠の湯は、以前消費税率が５％か

ら８％に引き上げとなった2014年には、入込客数の減

少につながることへの懸念や、消費者サービスへの維

持の観点などから、料金の据え置きを行っております。

もしも、今回消費税率が10%に引き上げられた場合には、

５年前の2014年消費税率の２倍となり、経営に影響を

及ぼすものと予想されます。もちろん据え置きという

選択も含めてとなりますが、消費税増税への対応が必

要ではないのかなと思いますが、これについては市長、

どのようにお考えでしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 ５％から８％に上がる際に、350円から400円にとい

う案もございました。先ほど議員が仰せのとおり、入

込客数が減るであろうというふうなことで、一旦その

まま上げずに、350円のままでいこうという議会の答え

も出まして、それでやってきたわけでございますが、

逆にここまで見てきますと、その時に据え置いたこと

が、いろんなところで圧迫されてきている部分もあり

ます。ですから今回８％から10％になるといった際に

は、これは今後さらに市の方でその部分を背負ってい

くということではなくて、やはり利用なさる皆さんに

も、応分の負担をお願いするということを考えれば、

値上げもやむを得ないと、そういう選択肢になってい

くのではないかなと思います。その際は市当局でも検

討しますが、議会の皆さんにも、ご配慮をいろいろお

願いすることになると思います。よろしくお願いしま

す。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 和田議員。 

◎８番（和 田   哲 議員） 

 料金は400円がいいのか、350円で据え置けばいいの

か、やはりこういったことも、今後も消費者の動向を

見ながら、料金設定ということは、やはり必要だと思

いますが、この度、決算書という形で配布していただ

きまして、やはり非常に赤字が大きいと、まあ例えば

の話ですが、直近の徳良湖温泉への入込客数は、約９

万人であると、仮に一人当たりの料金が50円アップし

たとすれば、450万円の売り上げに繋がります。しかし、

利用する側、すなわち我々消費者の目線からすると、

施設の利用料金が上がれば、利用回数を少なくしよう

かなと、節約傾向にならざるを得ない可能性も考えら

れます。では今後、こういった利用料金を、いくらに

設定すればいいのかと、実際、それは誰がその料金を

提案するのか、いったい誰なんだろうと、私は、利益

を得る経営側、つまり指定管理者側が提案するべきで

はないのかなと考えますが、これに対してはどうでし

ょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 今議員からは、誰が料金を提案するのかっていうこ

とであります。今現在は、市で提案しているというこ

とになります。というのは、なぜならば徳良湖温泉や

花笠高原施設は、それぞれ設置及び管理に関する条例

により定められた金額をお客様からいただいていると

いう状況であります。以上であります。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 和田議員。 

◎８番（和 田   哲 議員） 

 そうですね、条例で定められております。ここでそ

のためには、条例の見直しが必要になるということで、

私も、２つの条例、今手元にありますが、尾花沢市花

笠高原施設等設置及び管理に関する条例と、徳良湖温

泉施設の設置及び管理に関する条例、こちらの利用料

金を比較してみますと、尾花沢市花笠高原施設等設置

及び管理に関する条例は、利用料金に幅が設けられて



あります。100円から1,000円の間で設定できる。しか

し、徳良湖温泉設置及び管理に関する条例の利用料金

は、完全に固定されています。やはり、これからの料

金設定のことを考えますと、こちらの徳良湖温泉設置

及び管理に関する条例の料金制を、花笠高原等設置及

び管理に関する条例と同様にですね、この料金の条例

に幅を設けてはいかがかなと思いますが、どうでしょ

うか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 議員からは、徳良湖温泉の料金の幅を設けてはいか

がか、これ条例の見直しという形だと思います。徳良

湖温泉の料金につきましては、やっぱり先ほど市長が

言ったとおり、徳良湖温泉の運営に大変重要なもので

あるというふうに考えております。そのため、今後料

金に幅を持たせる見直しも必要であるというふうに考

えております。先ほど議員からも話ありましたが、例

えば、秋に予定されている消費税の増、またはその燃

料費の変動、または15年以上経ちますので、施設のリ

ニューアル等も今想定しているところでありますので、

そういう様々な変化にタイムリーに料金を合わせられ

るように見直すことは、徳良湖温泉を今後とも継続的

に運営していくためには、必要なものなのではないか

なっていうふうに考えているからであります。以上で

あります。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 和田議員。 

◎８番（和 田   哲 議員） 

 今のリニューアルという形で、リニューアルも検討

されているということも含めて、ご答弁いただきまし

たが、それであればなおさらではないのかなと思いま

す。やはり、条例で料金が固定されていると、例えば、

１円変更を行うために条例改正の議決が必要となると

いうことも考慮すれば、やはりスムーズに行くにはこ

こは幅を持たせておくのがいいのかなと、そしてその

尾花沢市花笠高原施設等の設置及び管理に関する条例

のように、指定管理者が利用料金を提案して、それを

市が承認するといった方法で良いのではないのかなと

思います。料金の提案は、条例に定められている数字

の範囲内で、指定管理者自らの責任のもと、自由に提

案できるものとして、消費者サービスを提供すること

で、需要と供給のバランスを保てることが望ましいと

思いますので、前向きに検討いただければと思います。 

 そして、これに関して続けてお伺いしますが、加え

て重要なのが、もしも条例を改正するとすればですけ

ども、条例の一部を改正するための議案を上程してい

ただくタイミングだと思います。真っ直ぐ申し上げま

すと、次の指定管理者の公募を行う前には、条例改正

の表決を行って、その上で、公募をすることが望まし

いと思いますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 条例の改正を、公募前という形で、具体的に言えば

今計画しているのは、９月っていうふうな形で、今計

画しておりますので、その前に条例改正、それ同時っ

ていうふうな形もあると思いますけども、そのような

見直しの意見だと思います。指定管理における、この

受託する側への、幅広い条件の整備という意味でも、

この部分は、必要な部分でもあるというふうに感じて

おります。ですので、今、先ほど議員から仰られたよ

うな形での方向で、ぜひ検討していきたいというふう

に、今考えているところであります。以上です。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 和田議員。 

◎８番（和 田   哲 議員） 

 ９月定例会という１つのポイントになるのかなと思

いますけども、できるだけ早く行っていただければと

思います。抜本的な見直しと体制が整わないまま、１

年延長した指定管理期間がどんどん短くなっていくこ

とを考えれば、遅くとも、次の指定管理者が運営をス

タートするまでには、料金設定の幅を持った状態にし

ていくことが必要ではないのかなと思います。 

 なんでもそうですけど、最初から指値で、この料金

でなんとかやってよと、いった形では、非常に独自性

を持ったサービス提供などの経営に制限がかかってし

まう可能性が十分考えられますので、ぜひ前向きに、

ご検討のほうよろしくお願いいたします。こちらの第

三セクターに関しましては、以上とします。 

 次に、ふるさと納税と教育の関わりについてであり

すが、なかなかふるさと納税の教育と言葉を並べると、

直接どのような関わりあるのかなと、私も感じており

ましたが、先月ですか、千葉県南房総市に政務活動に

行ってまいりまして、ここでは、非常に教育に力を注

がれておりました。南房総市の市長は、他の予算はい

くら削っても、教育に関しては絶対に削らないとの思

いでおられ、例えば市報の広報誌などは、教育に関す

るページが最初のページに来るように心がけるほど、

教育に熱心にされておりました。そしてその政務活動



を行った当日は、教育長自らが、快く迎えてくださり、

ここで教育長自らが、教育への熱いビジョンを、こん

なふうに語ってくださいました。 

 南房総市ですので、「南房総に残っても、離れてもど

こへ行っても通用する学力」の向上を目指す、「南房総

に残っても、離れても、どこへ行っても支えとなる、

故郷への誇りと強い思い」の涵養を目指していると、

そしてその後びっくりしました。そしてこれは大人に

なり、生まれ育った地元を離れて仕事をしたら、返礼

品がなくても、ふるさと納税をしたくなるような教育

を目指していると、真っ直ぐ言っていただきました。

感動しました。そしてここで、そうですね、尾花沢市

においては、どんなことが故郷への想いにつなげてあ

げられるのかなと、様々考えがある中ですけども、や

はりご答弁いただいてますとおり、地域の人とのつな

がりだったり、豊かな自然は欠かせないのかなと思い

ました。ここでお伺いしますが、具体的な取り組みで

すが、尾花沢小学校の３年生が、サケの学習会を行い

ました。ＹｏｕＴｕｂｅ等とかでも拝見できるんです

が、「地域大好き」をテーマに、総合学習で丹生川漁業

組合の方の協力により、採卵作業などを見学して、サ

ケの生態を学ぶ授業では、サケを捕獲する組合員さん

に、子どもたちが、頑張れなんて声を掛けたり、生体

を学ぶ時には、声を上げて見入ったりするなど、とて

も心温まる授業だなと思っております。ぜひですね、

様々な地域に触れながら、今後とも、このような丹生

川ですね、丹生川などの自然の地域の人々が交流でき

る学習を継続していただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君) 

 貴重なご意見ありがとうございます。学校の教育に

おいても、地域との連携については重視しているとこ

ろです。今、少子化に伴って、資源回収等の実施につ

いても、地域全体でお手伝いいただかないと、なかな

か立ち行かなくなっているところはございます。そう

いった意味でも、地域との協力、小中の壁を取っ払っ

て、行事に取り組んでいただいているというふうなこ

とも伺っております。学校教育で推進しているところ

といたしましては、後は縦のつながりというふうなこ

とで、保育園の子どもたちとの、家庭科での学び、こ

ういったものをとおして、小さな子どもの良さを知る、

優しさを知る、つながりをつくるというふうなこと、

あとはもう１つ、冬場に実施しております除雪ボラン

ティア等で、一人暮らしのお年寄りのところを訪問さ

せていただいて、除雪させていただく。そういったこ

とで、お年寄りから見せていただく笑顔、そういった

つながりで感動を得て行く。そういうふうな縦のつな

がりなども学校教育の意図するところとして実施して

いることがございます。こういうふうな繋がりを、ぜ

ひ大切にしていきたいなと考えております。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 和田議員。 

◎８番（和 田   哲 議員） 

 よろしくお願いします。サケの学習の授業の一環で

やられたということで、担任の先生方と子どもたちが、

メディア・テレビなどをとおして報道された時には、

非常にこう一尾花沢市民として、嬉しい気持ちになり

ました。様々ご答弁いただいた内容取り組みなどを、

やっぱり行うには、地域の方々と、もちろん学校の先

生方とのご協力をいただきながら、可能な限り子ども

たちに、そのような機会を今後ともよろしくお願いし

たいなと思います。現在の尾花沢においては、少子化

による学校統合が進んでいるからこそ、地元愛が生ま

れて欲しいなと思います。何らかの形で地元愛が生ま

れるように、これからも子どもたちに寄り添っていた

だけるようお願い申し上げます。以上で私の質問は終

わりますが、ついに本市は、予想を上回るスピードで、

人口が１万5,000人台に突入してしまう状況でありま

す。人口が減少しても、持続できるまちづくりには、

ふるさと納税は貴重な財源につながると考えます。尾

花沢で生まれ育った子どもたちが、尾花沢を離れても

ふるさと納税をしたくなる、故郷への強い誇りと思い

が育ち、将来は本市を支えていただけることを願いま

して、私の一般質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 以上で、和田哲議員の質問を打ち切ります。 

 ここで、20分間の休憩をいたします。 

 

            休 憩  午後２時38分 

            再 開  午後２時57分 

 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 再開いたします。 

 次に10番 星川薫議員の発言を許します。星川議員。 

〔10番 星川 薫 議員 登壇〕 

◎10番（星 川   薫 議員） 

 本日最後の質問者となります。先の通告のとおり２



項目について質問を行いますので、よろしくお願いい

たします。 

 まず放課後児童対策についてお伺いいたします。先

の３月定例会において、放課後児童クラブへの入所者

希望数222名に対し、55名の待機児童がいるとのご答弁

をいただきましたが、現在、入所希望者数226名に対し

53名の待機児童解消のための取り組み状況についてお

伺いいたします。また新放課後子ども総合プラン、平

成30年９月14日発表が通知され、一体型の放課後児童

クラブ、放課後子ども教室を推奨していますが、尾花

沢市総合教育会議の協議項目を閲覧しても、この件に

関する掲載記録がない状況にあります。市のホームペ

ージでは、平成27年度より施行された、尾花沢市子ど

も・子育て支援事業計画のみの掲載であり、新制度へ

の取り組み状況をお伺いいたします。 

 次に雪に対する市民の声を真摯に対応すべきと思い

ますが、当局にお伺いいたします。 

 市民の声として流雪溝整備、間口除雪のほかにも縁

石の撤去、ガードレールの撤去、雪捨て場の確保、歩

道の除雪等さまざまな要望や要請が上がっている状況

であります。上記に対しての対応が遅かったり、対応

してくれなかったりと、市民の不満が多々寄せられて

いる状況にあります。また先の３月の定例会において、

間口除雪について検証するとのご答弁がありましたが、

検証結果についてお伺いいたします。本市は特別豪雪

地帯に指定されていることから、そういう状況を踏ま

えた予算編成や、国、県への助成を要望すべきであり、

対応が遅くなることによって、人口減少や郊外移転に

拍車をかけていると考えられますが、当局のご所見を

お伺いいたします。 

 以上、演壇からの質問とさせていただきます 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 星川議員から大きく２項目についてご質問をいただ

きました。 

 １点目の放課後児童クラブの待機児童解消について

ですが、現在、尾花沢地区、福原地区、玉野地区にお

いて合計53名の待機児童がいる状況です。先の３月定

例会でも答弁させていただいたとおり、小学校内への

拡張は難しく、受け入れ体制の見直しが必要であるこ

とから、公共施設や民間施設等を利用した受け入れ体

制を確保すべく、その方策について地区ごとに検討し

ている状況です。 

 尾花沢地区においては民間施設も含めた利活用を、

また福原地区、玉野地区においては、公共施設の利活

用を検討しており、今後、運営先ならびに施設所有者

等との話し合いを十分に行った上で、利用児童が快適

かつ安全に過ごせるような体制を構築してまいります。 

 ２点目の新放課後子ども総合プランの取り組みにつ

いてお答えします。 

 昨年９月に厚生労働省と文部科学省の共同で策定さ

れた新放課後子ども総合プランにおいては、放課後児

童クラブの整備は順調に進んでいるものの、近年の女

性就業率の上昇などにより、さらなる共働き家庭の児

童数の増加が見込まれていることから、待機児童を解

消するために、放課後児童クラブの追加的な整備が不

可欠であるとされております。そのため、放課後児童

クラブ及び放課後子ども教室の実施にあたっては、全

ての児童の安全安心な居場所を確保するため、可能な

限り小学校内で一体的に実施することとし、共働き家

庭等の児童を含めた、全ての児童が放課後の活動に参

加することで、多様な体験、活動を行える環境づくり

を目指すものです。これまで尾花沢市では、放課後児

童クラブと、放課後子ども教室の両事業を実施してき

ておりますので、まずは両事業について説明させてい

ただきます。 

 放課後児童クラブについては、保護者が労働等によ

り昼間、家庭にいない児童の健全な育成を図るための

遊び場や生活の場の提供を目的に、専任の支援員を配

置し、年間250日以上開設することとなっており、対象

者も市町村が認定した小学生で、利用料を徴収してい

ます。 

 一方、放課後子ども教室は、スポーツや文化等の体

験活動の場であり、地域の大人が指導者として子ども

に関わり、地域全体で子どもの豊かな成長を育むこと

を目的に開設しており、年間の開設標準日数が250日未

満となっております。参加対象も全ての小中学生とな

っており、食事や保険料などの実費分以外は、原則無

料で参加できます。現在、本市の放課後子ども教室に

ついては、指導者の仕事の都合等もあり、土日に開催

されているものがほとんどで、放課後児童クラブの開

所時間と合わないことから、一体的な取り組みまでは

行っておりません。 

 このように２つの事業については、所管する省庁も

違い、制度上の違いもありましたが、このたび示され

た新プランでは、双方が互いの役割を補完しながら、

連携してすべての児童が放課後を安全安心に過ごし、

多様な体験活動ができるように整備するものと理解し



ます。 

 当市においても、放課後児童クラブの利用希望者が

急激に増加したことにより、待機児童が発生している

状況となっており、先にも答弁したとおり、小学校内

への拡張は難しい状況です。しかしながら、空き公共

施設や民間施設等も含めて、利用できないかを鋭意検

討している段階です。 

 また、今年度、子ども・子育て支援事業計画を策定

する予定となっておりますので、策定の過程でも、新

放課後子ども総合プランの方針を踏まえつつ、放課後

児童クラブ等の需要見込みや受け入れ先との調整など、

地域の実情を十分に整理しながら、市と教育委員会が

連携して放課後の受け入れ体制の整備に努めてまいり

ます。 

 次に、雪対策に関してのお尋ねです。 

 まず、間口除雪につきましては、市民の雪に関する

負担を軽減するため、昨年度より本格的に取り組んで

まいりました。本町地区の家屋連坦地区など、雪押し

場の確保が難しい路線を除き、可能な範囲内で全路線

で間口除雪を実施してまいりました。その検証につい

ては、５月中旬に除雪業務委託の検証会議を開催し、

受託業者５社の代表者、除雪作業責任者から参集して

いただき、昨シーズンの除雪業務委託全般に関する検

証を行っております。その中で間口除雪に関しても、

各除雪業者から実施状況についての報告と意見をいた

だきました。本町地区以外の除雪路線においては、そ

の多くの路線で、これまでも間口に配慮した除雪作業

を行ってきており、シーズン前に確認したとおり、全

路線において、戸口に雪のかたまりを残さないように

留意した除雪作業に努め、おおむね当初の方針どおり

の間口除雪が実施されたものと確認したところであり

ます。本町地区においても、すでに間口除雪を実施し

ている路線があり、さらなる充実した作業に努めてき

ました。今回より初めて間口除雪に取り組んだ路線に

おいては、作業手順に慣れるまで時間を要し、その分

除雪稼働時間が増えたとのことです。また、家屋が密

集し雪押し場が少ない路線については、間口除雪も難

しい面があるとのことで、今後、間口除雪の拡充を進

めるためには、雪押し場の確保が非常に重要であるこ

とを確認したところです。 

 間口除雪については、今回初めて取り組んだもので

あり、まだまだ不十分な点も多々あるかと思いますが、

今後、各地区の区長さん方からご意見を頂戴しながら、

今年度の除雪計画に反映し、よりきめ細やかな除雪作

業に努めてまいります。 

 次に、雪に関する要望への対応状況についてのお尋

ねです。 

 本市は特別豪雪地域に指定されており、冬期間の雪

処理は人口減少の大きな要因となっていることから、

克雪対策を最重点施策と位置付け、流雪溝整備をはじ

め総合的な雪対策を実施し、冬期間における市民の負

担軽減を図ってきています。これらの雪対策を進めて

いくため、社会資本整備総合交付金をはじめとする国、

県からの財政支援の拡充を求め、本市の重要事業要望

に掲げ、要望活動を展開しているところです。また、

今年度の雪対策に関する予算に関しては、通常ベース

の予算のほか、小型ロータリ除雪車を増強し、狭小路

線の除雪体制の強化を図るほか、流雪溝整備に必要な

水利権の取得の加速化を図るため、消流雪用水対策専

門員を配置しています。 

 市民の要望に対する対応状況についてでありますが、

まず、流雪溝整備については、各地区から多くの要望

や請願が出されており、５ヵ年計画に掲げ、水源や水

量、勾配の問題など課題が解決したところから、順次、

国の社会資本整備総合交付金や過疎債等を活用し、事

業の加速化を図りながら計画的に整備を進めてまいり

ます。今後とも、地区からの要望を踏まえ、計画策定

とさらなる整備促進に努めてまいります。 

 次に、除雪作業を容易にするために、市道における

歩道の縁石撤去や旧国道13号線のガードレールの撤去

の要望については、歩行者の安全確保や道路の構造的

な問題など、さまざまな課題があります。特に、ここ

最近、歩道に乗り上げた車両による悲惨な死亡事故が

多発しており、慎重に検討する必要があるととらえて

います。今後、関係地区民のご意見をお聞きしながら、

尾花沢警察署や県道管理者、教育委員会など関係機関

と協議、検討してまいります。また、ご要望の路線の

除雪作業を丁寧に行うことで、県道や市道の幅員を確

保し、冬期間の安全確保を図ってまいります。 

 市道の歩道除雪に関しては、除雪業務委託の第１工

区に、歩道用除雪車として２台の小型ロータリ除雪車

を配備し、本町地区の中心市街地における約5.9㎞の歩

道除雪を実施しております。 

 今後とも、市民の雪に対する要望に対しては、しっ

かりと耳を傾け真摯に対応してまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 星川議員。 

◎10番（星 川   薫 議員） 

 ご答弁ありがとうございました。実際今53名の待機



児童がいるということです。それで福祉課さんのほう

でも、いろんな対策を練っているところだと思います

けども、実際の話、来年で解消できそうですか。教え

てください。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。先ほど、市長のほうからも答弁

ありましたように、現在空き公共施設、あるいは民間

施設等も含めて、利用できないかというふうなことで

検討、あるいは調整しているところです。プラス加え

まして、その受け入れ先のスタッフという点からも、

別の場所でとなりますと、スタッフの件もあります。

したがいまして、このところも今後調整していきたい

なと考えているところです。以上であります。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 星川議員。 

◎10番（星 川   薫 議員） 

 分かりました。というのは、やっぱり今共働き世帯

が増えています。ですからまた１年１年、１年生が上

がってくるわけですけども、どうしてもやっぱり今尾

花沢市内でも新築さん、いっぱい建ってますけども、

やっぱりそういう世帯が増えてくるのかなということ

で、なかなか福祉だけではちょっと難しいのかなとい

う思いで、今回この質問をさせていただきました。と

いうのは、やっぱり新総合プランですけども、やっぱ

りこれのいいところというか、私読ませていただいた

んですけども、ちょっと答弁の中で、尾花沢市の放課

後子ども教室はスポーツや文化等の体験活動の場であ

りというご答弁でしたが、私が調べたやつですと、地

域住民等の参画を得て、放課後等に全ての児童を対象

として、学習や体験、交流活動などを行う事業と、学

習も入っているようです。というのは、やっぱり５、

６年生、高学年までも児童クラブでいいのかというふ

うに私は思うわけで、やっぱり今年からですね、英語

70時間、もう始めていると思うんですけども、せっか

く英語が70時間、でもそこの70時間だけで実際本当に

子どもって英会話できるかという時に、私ははっきり

言ってできないと思います。ですから私は、放課後児

童クラブと放課後子ども教室を何かうまく利用して、

実際は高学年は子ども教室の中でＡＬＴとか塾の先生

とかを呼んでですね、ぜひそういう、特色のある尾花

沢、放課後の過ごし方を検討していただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 貴重なご意見ありがとうございます。実はＡＬＴ等

の活用に関しましては、春先にも、教育委員会のほう

でも懸案事項でしたので、その活用について相談する

にあたり、その派遣先等確認させていただいたところ

でした。今年度ＡＬＴの活用に関しまして、確認した

契約面からお答えいたします。 

 今年度ＡＬＴのビザ取得にあたって、認められる就

労内容が小学校、中学校等、学校の英語の授業のティ

ームティーチング等に限定されているものになってい

るというふうなことでありました。したがいまして、

放課後児童クラブ等、勤務時間等でのそういった活動

については、今回については契約の面から難しいもの

があるかなというふうなところでした。 

 多様な活動については、議員から意見あったように、

教育委員会のほうでも考えていきたいなというふうに

考えていたところでしたが、そういった制限がありま

したので、ご理解いただきたいなというふうに思いま

す。ただし、ご指摘いただいた件については、子ども

の健全育成、それから放課後児童クラブの運営の充実

の点からも大切な視点であるかと思いますので、ＡＬ

Ｔの活用、それから教職員のＯＢ等の活用も含めて、

今後の検討課題とさせていただければというふうに思

います。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 星川議員。 

◎10番（星 川   薫 議員） 

 実はやっぱり小学校の登校日数も200日を超えるわ

けです。その中でやっぱり、土、日じゃなくても、高

学年ですとやっぱり下校時間が４時前後なると思うん

ですけども、そこの部分をやっぱり６時ぐらいまでそ

の学習、補習とか、やっぱりあの英会話の勉強とか充

てることによって、かなり時間は年間取れるかと思う

んです。そうすればかなりの確率で英会話は進んでい

くのかなと、いうふうにちょっと私考えたとこでした。

それでなおさら６時まで補習とかそういうのを、子ど

も教室でやって、７時からはスポ少や、もしくは塾の

ほうに行かせられれば、その家庭はかなり充実した

日々をおくれるのかなと、いうふうにも思ったところ

でした。それで、新プランではですね、総合教育会議

の活用による総合的な放課後児童対策を検討、盛り込

んでいるというふうにあります。そこで総合教育会議

を活用し、市長と教育委員会が総合的な放課後児童対

策のあり方について十分協議し、放課後等の活動への



活動施設の積極的な活動や、放課後児童クラブ及び放

課後子ども教室の一体的な、または連携による実施の

推進を図っていくことも重要である。総合教育会議の

協議事項の１つとして、教育委員会と福祉部局が連携

した総合的な放課後児童対策についても取り上げるこ

とも謳っております。市長にちょっとお尋ねですが、

もちろん小学校の統合問題はもちろんですけども、こ

の点についても、市長の考えをお聞かせ願います。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 現在尾花沢で行っている放課後児童クラブ、それか

らかつてやっていた放課後子ども教室、これに関して

は学習の補完機能を持たせるというものではなかった

はずです。現在もそうではないと思います。ですから

ちょっと捉え方が若干違うかなという感じもいたしま

す。でも、いろんな形で考えた時に、今現在行ってい

る母子家庭のお子さんとか、それから塾に通えないと

いうお子さんを、何とか学校の勉強についていけない、

分からない部分があったらそれを補完しようという部

分でのサポートは市でもやっております。今年も新た

にまたスタートするんだと思いますけども、ですから

今星川議員が仰るように、学校終わったら、ここから

ここまでは、この放課後子ども教室とか、それから放

課後児童クラブとか、そういうふうに決めて、夕方か

らは塾とか、それからスポ少というふうに全部こなせ

る子はいいんですけども、一概に全員がそうであると

いうふうには言えません。ですから、やれる子につい

てはそういう形でやれるような、そういうふうな体制

は、これから考えていかなくちゃならないと思います。

ですから一概に全部すぐにというのは厳しい部分あり

ますので、順次そういったところを検討していきたい

というふうに思います。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 星川議員。 

◎10番（星 川   薫 議員） 

 そうですね、一概にというわけじゃなくて、やっぱ

りですねこれはただ、子ども教室の場合ですと、これ

は児童に対して制限がないわけでして、参加は誰でも

できるっていうふうになっております。ただそれも強

制ではないというのもありますんで、ぜひですね、こ

の制度、もうちょっとあの、私も勉強、研鑚しますん

で、ちょっと前に進んでほしいなというふうに思いま

す。というのはやっぱりあの、どうしてもあの銀山、

インバウンド関係、旅行も来ると思うんです。確かに

あの、今タブレットでも何でももう、何語、何語とも

うあるんでしょうけども、それよりもやっぱり、英会

話できることによって、人間味が出てくるのかなって

気もするんですね。また仕事の一環としても。やっぱ

りこういうのって、小さいうちからやっておくとすご

くためになると思うし、尾花沢の子はみんな英語しゃ

べれるんだなんて言われた時には、本当に自慢なると

思うんです。テストでは成績悪いっていう話は聞いて

るんですけども、やっぱそこで、やっぱり力を入れて、

隣の村山市さんでも、英語に力入れてるなんて、教育

会議の議事録見たら書かってたんで、そういうとこも

含めて、ぜひ前向きに検討していただきたいと思いま

す。じゃあ、この総合プランについては以上とさせて

いただきます。 

 次、雪の問題ですけども、縁石撤去してくれという

希望があるというふうに伺っています。縁石撤去する

とどのような問題が起こるでしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 お答えいたします。縁石を撤去するとどんな問題が

あるかということでございますが、縁石については車

道と歩道を明確に分離し、歩道への車両等の乗り入れ

が起きない、そういった事故が起きないように防ぐも

のでございます。縁石を取った場合、歩道、車道の分

岐、歩道ではなくなるというふうなことだと思うんで

すが、そういった歩行者の安全を図る面で、１番の問

題があるかと考えております。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 星川議員。 

◎10番（星 川   薫 議員） 

 鶴子尾花沢線ですよね。新町地区の鶴子尾花沢線、

縁石を撤去してモデル的にやっているかと思うんです。

そこでももちろん子どもたち通学しますし、事故が起

きたなんて話しては聞いておりません。ただ、色別し

たり、点滅灯ですかね、歩道と分けてる点滅灯、あれ

すごく分かりやすくていいです。夜走ってても分かり

やすいです。結局どうして、地元の人たちは縁石を撤

去してけろと頼むかというと、どうしても歩道の除雪

をしないからなんですよ。歩道の除雪をしなくて、結

局山になって見えないからなんですよ。出ていく時と

か、車が出ていく時とか、さっぱり見えないというの

が実情なんですよね。ですから結局、縁石を取れば歩

道の分まで全部除雪してけんなあべっていう話だと思

うんですよ。その辺どう思われますか。 



◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 縁石撤去の要望箇所については、建設課のほうでも

把握してございます。ただ、歩道の除雪の件でござい

ますが、先ほど市長答弁したとおり、本町地区の中心

市街地約６㎞ぐらい、２台の歩道除雪専用車で行って

ございます。本町地区の全ての歩道を除雪するまでに

は至っていない状況でございまして、今後機械の整備

等図っていかなければならないかなともありますけれ

ども、ただやはり、歩道除雪については、先ほども申

し上げましたが、本町の中心市街地の、比較的交通量

多いところというふうなことで、必要性の高いところ

を行って、歩道除雪を行っている状況でございます。

歩道に積み上げられた雪の件に関しては、ある程度の

高さに達した段階で、排雪作業をこまめに行うなど対

応しながら、交通安全と言いますか、安全確保を図っ

てまいりたいと考えております。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 星川議員。 

◎10番（星 川   薫 議員） 

 ぜひお願いしたいもんです。というのはやっぱり、

歩道があって交差点、あと店の出入口付近ですね、ど

うしてもこんな積もれた雪で、全然道路がすぐもうそ

こで、車の鼻先も出せないような場所が多々あります。

この交差点部分だけでもちょっと、45度ぐらい見える

ぐらいのはぜひやって、業者と相談してですね、交差

点部分は45度までこう、見えるようにしてもらうって

いうことは可能でしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 交差点部分の見通しの確保というふうなことでござ

います。ここ最近は、交差点を中心に排雪作業もこま

めにやっておりますので、今後ともそういった、早め

早めの排雪作業を行ってまいりたいと考えております。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 星川議員。 

◎10番（星 川   薫 議員） 

 よろしくお願いしたいと思います。次ですけども、

雪捨て場の確保の件ですけども、市、県では、どこが

雪捨て場になってるのか把握してるでしょうか。また、

台帳作成は行っているかお聞きします。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 星川議員仰ってるのは、丹生川の雪捨て場ではなく

て、通称、雪押し場と言ってる、通常除雪路線の沿線

の畑とか、空いてるとこに押している場所のことでご

ざいます。この場所について、雪押し場については、

基本的には各地区の区長さん、関係者方から、地域の

実情一番分かる方々から斡旋していただいているとこ

ろでございます。その場所の把握については、業者の

ほうで全部確認しまして、雪押し場調書という形で、

シーズン、除雪契約すると同時に、同時と言いますか、

その後作業を行う前に提出していただいてございます。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 星川議員。 

◎10番（星 川   薫 議員） 

 台帳じゃないけど調書はあるよということなんです

けども、やはりそれ私業務委託してもいいと思ってる

んです実は。やっぱり雪押し場の確保はすごく重要だ

と、先ほどの答弁にもありましたけども、市のほうで

やはりそこの場所というのは把握しておかなければな

らないというのは、当然のことだと思うんです。どう

してかっていうとやっぱり、公共の道路の雪を押すと

いうのが、当たり前と言うか、それが当然でありまし

て、個人の雪をたまにこそっと持って行く人もいるか

もしんないですけども、基本的には道路の雪をそこに

ストックする、というのがメインなので、どうしても

それは市のほうで把握しておかなければならないとい

うふうに私は思っております。それでやはり以前の答

弁でも、尾花沢市除雪情報システムというのを使って

ますよね。それであの携帯か確かタブレットで写真撮

ると、そこの位置情報まで分かるというふうに前答弁

もらったと思うんです。やはりそういうこう、せっか

くいいものはあるのに、それを使わないで、何て言う

かな、うまく言えないですけども、そういういいもの

をよりよく活用していただいてですね、ぜひ台帳作成

してもらいたいと思いますし、あと、先の定例会にも

小関議員が仰いましたけども、それをもし固定資産税

軽減した場合ですね、どのくらいなるのかっていうの

算定してですね、やっぱりその分も国や県のほうに助

成してけろと、雪に対する助成してけろというのを、

私たちも訴えるわけですよ、国に行った時にもですね。

やっぱりそういう把握しておくということは、かなり

重要だと思うんですけど、どう思われますか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 



 先ほど市長答弁したとおり、雪押し場の確保につい

ては、間口除雪の充実を図るためにも、なくてはなら

ないものだというふうに捉えております。今後ともあ

の雪捨て場の確保、地域の区長さん方に任せるだけで

なく、いろんな、先ほどありました税の軽減策、ある

いはいろんな提供者に対する援助等も今後検討しなが

ら、やはり雪捨て場の確保に努めてまいりたいと考え

ております。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 星川議員。 

◎10番（星 川   薫 議員） 

 前向きな発言ありがとうございます。ぜひしていた

だきたいと思います。やはり箇所数がとんでもなく出

てくるのかなというふうには思いますけども、やはり

公共のものの雪を押すということで、それはやっぱり

市で対応しなくちゃいけないんだろうと、いうには私

思います。 

 あとですね、間口除雪の検証結果についてちょっと

お伺いします。やっぱりあの業者さんとの検証結果で

は、ちょっとはっきり言って分かんないのかなと。本

当は市民の声を聞くべきじゃないのかなと、いうふう

に私は思っています。市民から逆にアンケートを取る

という予定はないですか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 星川議員の仰るとおりだと思います。ただあの、今

後ずっと間口除雪の充実に努めてまいりますので、ま

だ検証結果については不十分な点もあるかと思います。

今後シーズン前にも、各区長さん方からは意見をお聞

きしながら進めてまいりたいと考えております。市民

へのアンケートも行えば、ますます充実したものにつ

ながっていくものと考えますが、今後の課題として検

討してまいりたいと思います。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 星川議員。 

◎10番（星 川   薫 議員） 

 確かに市民からのアンケートを取ったらもう、どん

なことが書かれるかぐらい、もう大体予想がつくよう

な感じもしますけども、でもやっぱり業者さんは業者

さんでやっぱり一生懸命やってるんですよ。朝２時と

か２時半からも動いてるんですから。ただ、２時半と

かに来られたところは、７時になったらまた山になっ

てるんです。積もった雪でですね。じゃあそれに対し

て、これは間口除雪って言えるのかという考えもあり

ますし、考え方もさまざまなので、これはちょっとや

めときます。 

 あとちょっと市民から言われてるのが、空き家前の

除雪です。空き家前の除雪で、結局あの普通の除雪は

するんだけども、空き家の前だけどんどん山になって

いくと。隣の家も隣の家も一生懸命きれいに除雪やっ

てんだけども、どうしてもそこだけ山になっていくと。

そういう対象はどういうふうにするとよろしいんです

か。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 本町地区であれば、本町の中心市街地には流雪溝が

ほとんど設置なってございます。間口除雪が難しいよ

うな本町中心街については、新町通りなどでございま

すけれども、除雪等で脇のほうに押した雪を、沿線の

方から流雪溝に投雪していただいて処理していると。

それが一番効率的なやり方ではないかと考えておりま

す。ただ空き家の前が残ってしまうと。だんだん雪が

高くなって、積もって固くなっていくというふうな状

況もございます。そういった箇所も、市で対応できな

いかということでございますが、なかなかそこまでの

対応は、今のところ難しいものがあると考えておりま

す。県道であれば、マイロードサポート事業というふ

うな支援制度がございます。以前ですとあの旧新町児

童館前あたりは、沿線の方から、雪処理がなかなかで

きないというふうなことで、この制度を利用して、地

区において除雪作業を行ったというふうな例もござい

ますので、そういった制度も活用しながら、今後検討

してまいりたいと思います。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 星川議員。 

◎10番（星 川   薫 議員） 

 地域住民に分かりやすく、もしそういうことあれば

やっぱり、近所の人とか区長さんもそうですけども、

地域住民のほうに丁寧に説明していただいてですね、

こういうふうにという感じで教えていただけたらなと

いうふうに思います。 

 あとですね、今年からですね消流雪用水対策専門員

さんを付けていただきました。誠にありがとうござい

ます。水利権の取得に本当に時間が掛かりすぎている

というのがありまして、そこでちょっと私思いついた

んですが、地方分権改革制度、内閣府が進めている地

方分権改革制度があるんですけども、そこに投げかけ

てみるっていうのも私は１つの手だと思うんです。あ



くまでも国土交通省と農林水産省と直接やり取りする

だけじゃなくて、地方分権改革制度を使って内閣府に

水利権の取得に時間かかるというのをもっと短縮でき

ないかとか、そういう担当課が内閣府のほうから担当

課に交渉してくれるので、こっちでは動く必要がない

という制度であります。ぜひそういうのも活用してや

っていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 水利権の獲得取得については、流雪溝整備を進める

上で、なくてはならないものであり、今年度から専門

員を配置していろいろ取り組んでいるところでござい

ます。水利権の取得に関しての要望に関しては、重要

事業要望にも掲げさせていただきまして、要望活動を

行っておるところでございます。星川議員のほうから

は、内閣府への提言というふうなこともあるというふ

うなことでございますので、今後研究というか検討し

てまいりたいと考えております。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 星川議員。 

◎10番（星 川   薫 議員） 

 これホームページでも見れます。事例も見れます。

皆さん確か、去年私たち勉強、東京行ってきた時に、

それもらってきて、確か総合政策課さんとかにも配布

しているはずです。ぜひその辺有効に使っていただき

たいというふうに思います。 

 最後にですね、今５月１日現在、１万6,016人という

市報に掲載されております。まだきっと６月のホーム

ページには現在の人数はないと思うんですけども、や

っぱりデータ上ですね、特別豪雪地帯ってのは人口減

少率が群を抜いて高いんですね。やっぱりそれを脱却

するためにも、克雪対策というのはスピード化が必要

なのかなというふうに思いますけども、市長はどうお

考えでしょうか。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 尾花沢市の人口減少の一番の要因はやはり、雪との

戦いにもう疲れたという形で、尾花沢を去る方が多い

のであろうというふうに思います。でも逆に尾花沢が

良い言って来てくださる方もいるわけでございますの

で、私はその方々も大事にしていきたいと。であれば

抜本的な対策をどう講じるかといえば、やはり雪から

勝つ、その手立てを取るしかないと。まず１つは除雪

関係もその１つであり、流雪溝もその１つである。そ

の上で除雪する際にも、間口除雪を徹底していかなけ

ればならない。先ほど議員からもいろいろご提言いた

だきました。でもやはり、尾花沢市で除雪できるのは

市道でございまして、この尾花沢の市内を考えれば、

県道、国道あるわけでございます。そうしますと、間

口除雪というふうにいっても、全路線が全てできるわ

けではなくて、県道、国道については、なかなかこれ

は同じようにやってくださいと、お願いするしかでき

ません。ですから市道については何とかそういう形で

進めていただきたいと。この間の業者の皆さんにお集

まりいただいて、先ほどあったような形の答弁になっ

たわけでございますけども、今後もさらにオペレータ

ーの皆さんにご協力をお願いして、そして７時にはど

こでも車が通れるという道を確保して、そして生活し

やすいようにしていく、これが今成せる最大の方法な

のかなというふうに思います。ちょっとこの場を借り

て、ちょっとあの先ほど来、いろんな質問を受けたこ

とに対して、ちょっと付け加えさせてください。先ほ

ど議員からいろいろ縁石の問題とかガードレールの問

題とか、そのほかいろいろございました。実はこれ、

あれっと私思ったんです。全く同じ内容を１月19日新

春を語る会で、ある地区でそっくりそのまま私に出さ

れました。今その答弁をずっとこう見てるんですけど

も、ほとんど同じ内容だなというふうに見ております。

例えばガードレールについて先ほど言わなかったから、

ちょっと言わせてください。今から10年ほど前だった

と思うんです。実は今、年配の方でございますけども、

あの時は確か60代だったと思います。家族お２人乗せ

て３人乗ってました。そして村山方面から朧気方面に

車が入ってきまして、ちょっとしたはずみで車突っ込

んでしまいました。そしてガードレールがあったから

３人助かりました。だからガードレールが彼らを救っ

たというふうにも言えます。地域の人たちが、その事

故を目の当たりにした時に、ガードレールのありがた

さをまた皆さんにご理解いただいたということでござ

います。特に朧気地区においては、道路の車幅がどう

しても狭いもんですから、あそこを撤去してしまうと

今度は子どもたちの安全を守れるかという部分が出て

きます。それから縁石につきましても、やはりあの縁

石を設置する際には、きちんとそこの所有者の方にお

聞きした上で縁石は敷設しております。そしてその縁

石を取る際には、その道路の管理者から許可をいただ

ければ、自分で撤去することができます。それを全部

市で撤去しなさいということではなくて、道路法24条



の許可申請さえあれば、これは自分で、自費でやるこ

とができます。そういったところもご理解いただいて、

全て市でやれということではなくて、本当に地域の皆

さんにも自分たちでやれる所についてはぜひ、ご負担

を強いる形になるかもしれませんけども、やっていた

だきたいというふうに思います。それからさっきの雪

押し場の所についても、これ尾花沢市全域で雪押し場

をお願いしてるところでございます。その場がなけれ

ば除雪はままなりません。それも各地域でその地域の

皆さんのことをよく知っている方々、土地の所有者、

そういった方々にあたっていく、あたってもらって許

可を得てそこに押しているのが現状だと思います。そ

れを全て市でやれというと、これまた現在この今の職

員体制でそれができるかという問題もあります。確か

に前にも申し上げたとおり、もう平成７年当時から見

れば、職員が100名以上減ってます。そんな中で全ては

市てやるっていうのは、やはりそうじゃなくて、地域

の皆さんとやはりやれることは地域にお願いしていく、

そういうふうな形でやってかないと、これからの時代

は大変になっていくんだというふうに思っております。

以上です。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 星川議員。 

◎10番（星 川   薫 議員） 

 本当はもう少しで終わるつもりしたんですけども、

今のちょっと発言を聞きまして、ちょっと終われない

なというふうになります。やっぱり地域の力っていう

のはもちろん重要でございます。ただ私が言ってるの

は、やっぱり借りるという、雪押し場を借りる上で、

区長なり、こことここ貸してけっどと言われた時に、

それをちゃんとした台帳にしておかなくちゃいけない

んじゃないかと、いうことでありまして、それに対し

てじゃあ、もうもちろん協力してくれてということも

あって、どれぐらいで管理できるのかいうか、お礼で

きるのかじゃないですけども、やっぱりそういうのも

のって公共のものを押すんだから、やっぱりそういう

のは当然であって、ただ市のほうから全部皆さんに頼

むというんじゃなくて、やっぱり区長をとおしてでも

何でもいいんですけども、やっぱり知り合いから、こ

う押してけろ、押し場貸してけろや、という、やっぱ

りそういうことだと思うんです。あとやっぱり、もち

ろん東根尾花沢線、朧気地内というのは、もちろん本

当に特に、荒楯線のぶつかりとか、極小すぎて、今年

はなかったと思うんですけども、去年なんかトラック

とトラックがすれ違えなくて、合わせ合ってすれ違っ

たという件も何回かございます。やっぱりあのもしそ

のぐらいの幅しかないんであれば、逆に県にもっとも

っと要望して、道路改良とか、そういうのも訴えてい

かなくちゃいけないと思いますし、ガードレールだけ

ではなくて、尾花沢の県道見ても、どこ１つ直ってま

せん、はっきり言って。ただ流雪溝で少し、福原のほ

うとか野黒沢のほう直ってますけども、道路改良とい

う道路改良はほとんどなっておりません。やっぱりそ

の地域の方の意見というのは、やっぱり市と一緒にな

って上に上げてやらないと、なかなかとおらないとい

うのが実情だと思うんです。だからやっぱり丁寧な説

明、地元に対しての丁寧な説明して、市の職員も一生

懸命なってやる、うちらも一生懸命なってやってやる、

そうやって一つになって県に上げてやれば、県でもき

っと受け入れてくれると思うんです。やっぱりそうい

う体制はぜひ作ってほしいというふうに思います。や

っぱりあの住民の安全、去年も１件残念な事故はあり

ましたけども、春先頃ですね。やっぱり市民の安全の

ことを考えて、ぜひですねこれからも雪対策を行って

いただきたいと思います。 

 これで一般質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

◎議 長（須 貝   孝 議員） 

 以上で、星川薫議員の質問を打ち切ります。 

 本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

大変ご苦労様でございました。 

 

            散 会  午後３時47分 


